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令和５年第６回（12月）筑紫野市議会定例会 

建設環境常任委員会 
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開会 午前９時00分 

──────・──────・────── 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、皆様、おはようございます。定刻になりましたので、

建設環境常任委員会を開会いたします。 

 審査に先立ちまして、本委員会に市長がお見えですので、一言御挨拶をいただきたいと

思います。 

 平井市長。よろしくお願いします。 

○市長（平井一三君） 皆さん、おはようございます。 

 建設環境委員会の宮﨑委員長、段下副委員長はじめ委員各位におかれましては、日頃か

ら議案の審査等に活発な議論をいただき、深く感謝を申し上げます。 

 本日は、今定例会の建設環境委員会に、補正予算６件、その他１件、合計７件の議案の

審査等をお願いしております。よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願いを申し上

げます。 

 以上でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ありがとうございました。 

 ここで、市長は公務のため退席をされます。ありがとうございました。 

 しばらく休憩いたします。 

──────・──────・────── 

休憩 午前９時01分 

再開 午前９時01分 

──────・──────・────── 

○委員長（宮﨑吉弘君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 傍聴の件をここでお諮りします。 

 初めに、６名の議員が委員会の傍聴に出席しておりますので、先に報告をしておきます。 

 続いて、本常任委員会に一般市民の方１名より委員会審査の傍聴の申出があっておりま

すので、これを許可することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 御異議なしと認めます。よって、傍聴の申出を許可することに

決しました。 

 ここでしばらく休憩いたします。事務局は入室の案内をしてください。 

──────・──────・────── 
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休憩 午前９時02分 

再開 午前９時03分 

──────・──────・────── 

○委員長（宮﨑吉弘君） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 会議に入ります前に念のため申し上げますが、会議中発言のある方は挙手をしていただ

き、委員長から指名を受けた後にマイクのスイッチを押して発言していただきますようお

願いします。また、携帯電話等お持ちの方は、電源を切るかマナーモードでお願いしたい

と思います。 

 それでは、お手元に配付しております日程に従い本日の会議を進めます。 

 なお、本日の委員会の閉会後、協議事項として議会だよりに掲載する案件、その他、議

会報告会等のまとめをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、平嶋部長がお見えですので、議題に入ります前に御挨拶をいただいて、併せ

て執行部職員の紹介をお願いいたします。 

 部長。 

○環境経済部長（平嶋顕治君） おはようございます。環境経済部長をしております平嶋

でございます。 

 本日は議案６件、陳情２件、所管事務報告２件、所管事務調査５件の審査のほどよろし

くお願いいたします。 

 まず、説明員の紹介のほうをさせていただきます。 

 上下水道部料金総務課長の伊藤でございます。 

○上下水道料金総務課長（伊藤幸満君） 上下水道料金総務課長伊藤でございます。よろ

しくお願いいたします。 

○環境経済部長（平嶋顕治君） 次に、上下水道工務課長の深見でございます。 

○上下水道工務課長（深見勝彦君） おはようございます。上下水道工務課長の深見でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

○環境経済部長（平嶋顕治君） 次に、上下水道工務課水道担当係長の鶴岡でございます。 

○水道担当係長（鶴岡靖生君） おはようございます。上下水道工務課水道担当係長の鶴

岡です。よろしくお願いします。 

○環境経済部長（平嶋顕治君） 次に、上下水道料金総務課財務管理担当係長の勇川でご

ざいます。 

○財務管理担当係長（勇川大輔君） おはようございます。上下水道料金総務課財務管理
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担当の勇川と申します。よろしくお願いします。 

○環境経済部長（平嶋顕治君） 同じく、料金担当係長の猿渡でございます。 

○料金担当係長（猿渡康弘君） おはようございます。上下水道料金総務課料金担当の猿

渡です。よろしくお願いいたします。 

○環境経済部長（平嶋顕治君） 議案６件につきまして、よろしく御審査のほどお願いい

たします。 

○委員長（宮﨑吉弘君） まず、皆様にお諮りをいたします。議案第72号、令和５年度筑

紫野市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）、議案第75号、令和５年度筑紫野市

水道事業会計補正予算（第１号）及び議案第77号、令和５年度筑紫野市下水道事業会計補

正予算（第１号）の件までは関連がありますので一括議題としたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、議案第72号、議案第75号及び議案第77号を一括して

議題といたします。これらの件について、執行部から説明をお願いいたします。 

 課長。 

○上下水道料金総務課長（伊藤幸満君） それでは、議案第72号、令和５年度筑紫野市農

業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）及び議案第75号、令和５年度筑紫野市水道事

業会計補正予算（第１号）、議案第77号、令和５年度筑紫野市下水道事業会計補正予算

（第１号）、この分について一括して説明を申し上げます。 

 なお、この１号については全てが人事異動に伴うものでございまして、今回、人事異動

の分については一括して御説明というふうな形になります。 

 まず、補正の第１号、議案第72号について御説明いたします。 

 御説明に入ります前に、説明資料のほうをお願いしたいと思うんですけども、黄色い冊

子の「水道、下水道事業会計補正予算書を含む」といったものを使用いたします。それと

併せて、「建設環境常任委員会説明資料」というＡ４の部分、ちょっと色塗りをしていま

すけど、私のは、これの部分を使わせていただきたいと思います。よろしゅうございます

でしょうか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） いいですかね。お願いします。 

○上下水道料金総務課長（伊藤幸満君） それでは、本年度の人事異動に伴う職員給与費

は、補正が主なものになってまいります。農業集落排水特別会計については、上下水道料

金総務課、上下水道工務課の一般職員27名で事務を行っており、一人の職員で複数の事業
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を行っていることから、便宜上、それぞれの事業に職員人件費の割り振りを行っており、

農業集落排水事業については１名を配置しております。 

 それでは、第１号について御説明させていただきます。 

 資料の61ページをお願いいたします。 

 補正予算書の第１条ですが、歳入歳出予算の総額をそれぞれ12万4,000円増額し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ１億9,956万9,000円とするものです。 

 補正の内容については事項別明細書で御説明させていただきます。72ページをお開きく

ださい。 

 まず、歳出予算ですが、１款農業集落排水費１項農業集落排水事業費１目農業集落排水

施設維持管理費を12万4,000円増額するものです。 

 内訳といたしましては、73ページの説明欄に記載しております人事異動ではございませ

んけども、時間外手当の増加、災害の対応により３節職員手当等を９万9,000円増額し、

４節共済費を２万5,000円増額しております。 

 次の74ページの給与費明細書に給与、職員手当等の当初予算との比較をしておりますの

で御参照いただければと思います。 

 農業集落排水事業に係る一般職員数は、当初の予算編成時の１名から増減はございませ

んでした。 

 これに対する歳入予算ですが、70ページのほうにお戻りください。 

 ３款１項繰入金１目１節一般会計繰入金を同額の12万4,000円増額するものでございま

す。 

 以上で、議案第72号、令和５年度筑紫野市農業集落排水特別会計補正予算の説明を終わ

らせていただきます。 

 続きまして、令和５年度筑紫野市水道事業会計補正予算（第１号）になります。 

 水道事業会計におきましては、上下水道料金総務課、工務課の一般職員数27名のうち、

13名を配置しているところでございます。 

 先ほど利用いたしました黄色い表紙の特別会計補正予算書、89ページをお開きください。 

 説明につきましては、別途配付させていただいております委員会説明資料に補正予算の

明細書を添付しておりますので、適宜御説明いたします。 

 まず、特別補正予算書の89ページ中ほどになりますけども、第３条、収益的収入及び支

出については、支出の第１款水道事業費用第１項営業費用を187万9,000円減額し、費用全

体の額を19億4,273万8,000円とするものでございます。 
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 続いて、４条の資本的収入及び支出については、支出の第１款資本的支出第１項建設改

良費を80万4,000円増額し、資本的支出全体の額を８億4,291万8,000円とするものでござ

います。 

 これに伴いまして、条文の括弧書きですが、資本的収支に不足する額を５億1,401万6,0

00円に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額を3,713万円に、減債積立金を

１億2,401万4,000円、及び、過年度損益勘定留保資金を３億5,287万2,000円に改めるもの

でございます。 

 補正の詳細については、委員会説明資料――こちらになります。２ページのほうをお願

いいたします。上段が収益的支出の明細、下段が資本的出資の明細となっております。 

 まず、収益的支出ですが、支出の第１項営業費用１目原水及び浄水費から４目の総係費

まで各項目において職員給与費の補正を行っております。４月の人事異動に伴い、現職員

での再計算を行った結果、それぞれの項目において給料、手当、法定福利費等が増額また

は減額となっております。 

 次に、下段の資本的支出ですが、支出の第１項１目建設改良費について、これも給料、

手当など職員給与費について増額となっております。 

 なお、水道事業に係る一般職員数は当初予算編成時から13名と増額はございませんけど

も、人事異動により１名が入れ替わっております。 

 補正予算書のほうにお戻りいただいて、89ページになります。 

 飛ばしておりました第２条の業務の予定量、それと、90ページ、６条の議会の議決を経

なければ流用することができない経費ですが、職員給与費の補正に伴い、記載の額に改め

ております。 

 また90ページのほうをお願いいたします。第５条の債務負担行為に関する調書でござい

ます。新年度４月１日から業務を行うものについて、令和５年度内に契約を締結する必要

があるため、債務負担行為を設定するものでございます。 

 まず、漏水修理工事等当番業務委託については限度額を1,020万5,000円、水道情報シス

テムクラウドサービス利用契約については限度額を677万2,000円、口座振替データ作成業

務委託についても限度額を165万と設定しております。その他、補正予算に係るその他の

資料として、次のページ、91ページ以降に、実施計画、キャッシュ・フロー計算書、給与

費明細書、貸借対照表等を添付しておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 

 以上で、議案第75号、令和５年度筑紫野市水道事業会計（第１号）の説明を終わらせて

いただきます。 
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 最後に、下水道事業会計補正予算（第１号）について説明申し上げます。 

 下水道事業会計におきましても、上下水道料金総務課と工務課の一般職員27名のうち、

13名を配置しているところでございます。 

 特別会計補正予算書の101ページをお願いいたします。 

 まず、第３条の収益的収入及び支出ですが、支出の第１款下水道事業費用第１項営業費

用を459万1,000円減額し、費用全体の額を21億3,192万8,000円とするものです。 

 続いて、第４条の資本的収入及び支出でございますが、支出の第１款資本的支出第１項

建設改良費について58万4,000円増額し、支出全体の額を10億3,840万8,000円とするもの

です。 

 これに伴いまして、条文の括弧書きですが、資本的収入に不足する４億1,513万円は、

当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,377万4,000円、減債積立金３億183万2,0

00円、過年度分損益勘定留保資金9,952万4,000円と改めるものです。 

 補正の詳細については委員会説明資料のまたこちらの部分になりますけども、４ページ

のほうをお開きください。 

 こちらも上段のほうが収益的支出の明細、下段が資本的支出の明細となっております。 

 まず、収益的支出ですが、支出の第１項営業費用５目総係費において、職員手当など45

9万1,000円減額するものです。続いて下段の資本的支出ですが、支出の第１項建設改良費

１目公共下水道整備費において、職員給与費を58万4,000円増額するものでございます。 

 なお、下水道事業に係る一般職員数は当初の編成時の13名から増減はございませんけど

も、人事異動により４名が入れ替わっているような状況でございます。 

 補正予算書の101ページのほうにお戻りください。 

 飛ばしておりましたけども、第２条の業務の予定量、それと、102ページ、第６条の議

会の議決を経なければ流用することができない経費ですが、職員給与費の補正に伴い、記

載の額に改めさせていただいております。 

 そのほか、補正予算に係るその他の資料として、次ページの103ページ以降に実施計画、

キャッシュ・フロー計算書、貸借対照表を添付しておりますので、後ほど御覧いただきた

いと思います。 

 以上で、議案第77号、令和５年度筑紫野市下水道事業会計補正予算（第１号）の説明を

終わらせていただきます。 

 説明いたしました３議案、御審査の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ただいま執行部から説明を受けましたが、まず、一つずつ質疑
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をしていただきたいと思います。 

 まず、議案第72号について、質疑のある方ありませんか。 

 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） 農排水のところで、時間外手当のところが９万9,000円、小さ

な金額ですけれども、さっきの説明では災害対応でというところだったんですが、具体的

にはどのような作業が行われていたんですか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○上下水道料金総務課長（伊藤幸満君） 今年度起こりました７月の豪雨、その関係の超

勤が増えたというような形で、今現在で予算を組んでおったのにもうほぼほぼ近づいてき

ているということで、今後、まだ超過勤務のほうの時間が必要であるということで、この

分の補正を組ませていただいているというような状況になっております。 

 以上でございます。 

○委員（ 本美惠子君） 超勤は分かるんですけど、具体的にその作業の内容がどのよう

なものだったのかなというところ。 

○上下水道料金総務課長（伊藤幸満君） 現地調査になります。実際、多分、農政課のほ

うとかで現地調査を行ったり工事を行っているんですけども、そちらの人間が足りてない

ということで、うちのほうから応援というような形で超過勤務が出ているような状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） いいですか。ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 質疑を打ち切ります。 

 ただいまから討論を行います。 

 議案第72号、令和５年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）の件に

ついて、討論をされる方はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 討論を打ち切ります。 

 これより採決を行います。 

 議案第72号、令和５年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）の件を、

原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（宮﨑吉弘君） 御異議なしと認めます。本件は全員一致で可決すべきものと決

しました。 

 次に、議案第75号について、質疑のある方ありませんか。 

 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） 水道事業会計のところの債務負担行為、水道情報システムクラ

ウドサービス利用契約。これは、多分、説明があったのかも分からないんですが、令和６

年度でこのサービスの内容、どのようなものかちょっとお示しいただけたら。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 係長。 

○料金担当係長（猿渡康弘君） システムクラウドサービスの利用料につきましては、上

下水道のシステムを利用しておりますので、そのシステムを利用するための使用料、それ

から、それに伴う保守料、そういったものを含めたものになっております。 

 以上です。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） それと、91ページの支出のところの、こちらの資料ですけど、

先ほどの農排水のと関連づけて考えてみたんですけど、さっき災害対応で超勤があったと

いうところで、では、水道事業のほうでは水害に対応するような超勤とかがなかったのか

なと思ったのと、ここで見るとマイナスになっていると。この辺りどうなのかな。分かり

ますか。農排水のほうでは超勤が出ていると。災害対応で。じゃあ、水道のほうでは出な

かった。これはもう、後の下水道のほうでも同じことをお尋ねするんですけど、水害に対

応するような超勤はなかったのか、あった上で、いまだこれだけ人件費の減があるという

ところで説明いただけたら。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 係長。 

○財務管理担当係長（勇川大輔君） お答えいたします。水道事業に関して、災害対応が

全くないわけではなかったんですけれども、今回の令和５年度当初予算の超勤手当の範囲

内で収まっております。 

 以上です。（「減額の理由をお聞きをしたい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（宮﨑吉弘君） 分かりますか。減額のその理由をお願いします。（「収まった

けん、減額したっちゃろ。収まったけん」と呼ぶ者あり）収まったけん。 

 しばらく休憩します。 

──────・──────・────── 

休憩 午前９時32分 
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再開 午前９時34分 

──────・──────・────── 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

 課長。 

○上下水道料金総務課長（伊藤幸満君） まず、農業集落については超過勤務の予算自体

の組み方が少なかったということもあります。 

 水道事業会計については、例年、水害対策なんかがあっているので若干多めに組んであ

ったということと、それと、人事異動で年齢が高い方から低い方に変わったというところ

も関係していると思われます。ですから、人事異動の関係で、超勤の金額がそこまで増え

てなかったというふうな形で捉えております。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） さっきも13名の体制で１名入れ替わりと言われたので、（「そ

うですね、１名が」と呼ぶ者あり）１名の影響なのかといったらそうではなくて、13名全

体の影響額がこの金額になっているんですか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 係長。 

○財務管理担当係長（勇川大輔君） すみません。ちょっと先ほどの課長の御回答に補足

させていただきたいんですけれども、１名の人事異動に加えて、あと、職員の個別の事情

といいますか、今回、扶養手当とか通勤手当とかが下がっている職員が収益的支出のほう

は多くおりました。その分の影響が大きいかと思われます。 

 以上です。 

○委員長（宮﨑吉弘君） いいですか。ほかにありませんか。 

 田中委員。 

○委員（田中 允君） 90ページの漏水修理工事、これは何年契約になっていますか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○上下水道工務課長（深見勝彦君） 漏水修理等当番業務につきましては、１年の契約に

なっています。 

○委員（田中 允君） その契約を何か変更したわけ。 

○上下水道工務課長（深見勝彦君） これは債務負担ですので、４月１日から３月31日ま

での１年度の契約となっております。 

○委員（田中 允君） 入札済みか。 

○上下水道工務課長（深見勝彦君） いえ、まだでございます。 
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○委員長（宮﨑吉弘君） いいですか。 

○委員（田中 允君） いいです。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ほかありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、質疑を打ち切ります。 

 次に、議案第75号、令和５年度筑紫野市水道事業会計補正予算（第１号）の件について、

討論される方はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 討論を打ち切ります。 

 これより採決を行います。 

 議案第75号、令和５年度筑紫野市水道事業会計補正予算（第１号）の件を、原案のとお

り可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 御異議なしと認めます。よって、本件は全員一致で可決するべ

きものと決しました。 

 続きまして、議案第77号について、質疑のある方ありませんか。 

 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） さっき農排水と下水道の事情で、水害のときに同じような事情

で下水道のほうも作業量が増えるのかなと思っていたんですけれども、例えば、農排水の

ほうで予算として組んでいるのが少なかったと。それで対応するのに新たに９万9,000円

必要になったというところで、同じような事情が次からも起こるようなことがあれば次の

予算のときに組んでおかないといけないけれども、じゃ、下水道のほうでは農排水とシス

テムとしてはほぼ――規模は違うけれども同じようなシステムで動いているので、同じよ

うな事情で災害対応というところがあるんであれば、これもまたマイナスになっているの

で、これは４名入れ替わりと言われたので若い人になったから安くなったという事情かな

とも思うんですが、最初のところの農排水で新たな災害対応に必要なことが、下水道のほ

うでも今後起こるようなことはあるのかどうか。 

 それはさっき農政のサポートに行ったからということだけで、下水道のほうのシステム

とは関係ないようなところでの応援に行ったというところで理解していいんですかね。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 部長。 

○環境経済部長（平嶋顕治君） 災害対応につきましては、災害現場に農政の分、それか
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ら上下水道の分というのがそれぞれあるんですけど、現場に行かないとどちらの分という

のがなかなか分からないというのがあります。こちらのほうですと経済班とか上下水道班

というのがあって、経済班が農政課で上下水道のほうが上下水道班とあるんですけど、そ

こで漏水をしているとか水が噴き出しているとかいうので、農業用なのか、それとも上下

水道用なのかとか分からないので、それぞれ空いた職員が災害の場合は行っております。

その中で、たまたま農業集落排水のランプが回っていたりとかすると上下水道班の対応に

なったり、農地災害であれば農政課の対応になって、それぞれの職員が上下水道とか農政

とか関係なく現場にはまず直行して、現地を見て、それからの対応になりますので、それ

がたまたま農政課の応援だったりとかします。 

 今回の大雨とかは深夜になりますので、上下水道班が残っておけば現地に赴きそれがた

またま農政課の分だったり上下水道だったりとかするんですけど、災害には関係なく対応

は当たらなきゃいけない。上下水道班、それから経済班というのは環境経済部で一緒にな

っていますので、そこで対応させていただいている。 

 先ほど言ったように、それがたまたま農政課の応援になったというだけでございまして、

災害時はずっとそれぞれの職員が何名体制ということから昼夜を問わずおります。そこで

対応させていただいているので、先ほど言われたとおり、農政課のたまたまそれが応援だ

ったというだけでございまして、通常は災害対応ということでさせていただいているとい

うことです。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） 分かりました。というのは、補正予算の中でプラスマイナスが

あるのを次の予算にどんなふうに反映すべきことなのかというところで、例えば、常時災

害対応というものを考えておかなければいけないんだったら組んでおかないといけない。

だけど、上下水道という大きな人数の中で吸収できるような範囲で、今お聞きすると全員

で対応している。それを分かった段階でそれぞれの会計に分けていくということであれば

それでカバーできるのかなと思いました。 

 以上です。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 私のほうからいいですかね。今、……。 

○委員（田中 允君） 自前で充当したんだから、もう一回しない、この後は。何なの。 

○委員長（宮﨑吉弘君） まあ、工事のことを……。 

○委員（田中 允君） 業務の在り方とかはその後また別のときにやって、事務調査の中

で業務の在り方、そういうことを今からすればいいんやない。こういう予算のときは小さ
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な金額でさ。それだけの価値があるの。災害時派遣と言いよっちゃっから災害がないとき

もある。あるときもある。 

○委員長（宮﨑吉弘君） まあ、関連しているんですけど。災害に。 

○委員（田中 允君） だから。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 私が聞きたいのは。 

○委員（田中 允君） 災害があるときとないとき、災害があったけん増えたわけやろう。

減ったり。まあ、予算の枠の中で。そんなことを一々言ったらきりがない。 

○委員（ 本美惠子君） でも、お金に関する予算書でしょ。特別会計の補正予算書だか

ら、お金のことを扱うのは当たり前じゃないんですか。 

○委員（田中 允君） 勝手にしな。おかしかろう。小さなことを具体的にどうのこうの

こうのとか言うの。人件費に関わることは俺たちはもう言いよらんけん。そして、あんた

が業務の詳しい内容聞くならさ、またそういう災害時のシステムはどのようになっとるの

かということを改めて事務調査の中でやっていけばいいやないの。 

○委員長（宮﨑吉弘君） じゃあ、そういうふうにします。 

○委員（ 本美惠子君） いや、委員長の質問を聞きたい。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 聞きたいですか。 本委員の関連なんですけど、先ほど言われ

ました、例えば、水道の担当のところが漏水をしている。それか、農業排水とか集落の管

が壊れているというときに、例えば、今部長が言われましたけど、確認をしますと。で、

確認の作業をやっているときに、例えば、止水を早くしないといけないとか、そういった

ときの工事というか、当然、皆さんが集まるわけですけども、夜間のそういう漏水事案が

発生したときの対応というのはどういうふうにされるのか、ちょっと聞きたいと思います。 

 課長。 

○上下水道工務課長（深見勝彦君） 先ほど債務負担のほうでお話しさせていただきまし

た漏水修理当番業者がおりますので、そういったときはそちらに連絡しまして、至急対応

できる分については迅速な対応をしているところでございます。 

 また、農業集落排水の管がどうかなったとか陥没したとかそういった場合につきまして

は、土木協力組合のほうに依頼して対応することになります。 

 以上でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、質疑を打ち切ります。 
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 次に、議案第77号、令和５年度筑紫野市下水道事業会計補正予算（第１号）の件につい

て、討論される方はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 討論を打ち切ります。 

 これより採決を行います。 

 議案第77号、令和５年度筑紫野市下水道事業会計補正予算（第１号）の件を、原案のと

おり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 御異議なしと認めます。よって、本件は全員一致で可決すべき

ものと決しました。 

 それでは、引き続き、まず、皆さんにお諮りをいたします。議案第73号、令和５年度筑

紫野市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）、議案第76号、令和５年度筑紫野市

水道事業会計補正予算（第２号）及び議案第78号、令和５年度筑紫野市下水道事業会計補

正予算（第２号）の件までは関連がありますので一括議題としたいと思いますが、これに

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、説明のほうをお願いします。 

 課長。 

○上下水道料金総務課長（伊藤幸満君） それでは、続きまして人事院勧告に伴う議案第

73号、76号、78号を一括して説明させていただきます。 

 今回説明で利用いたしますのは令和５年度筑紫野市特別会計補正予算書、括弧書きで

「給与等の改正に関する補正予算書」と書いてあります。こちらのほうを利用いたします。

先ほども利用いたしました建設環境常任委員会、こちらのほうも若干使うというふうな形

で話のほうを進めさせていただきます。 

 それでは、給与改定の内容についてですけども、民間給与との格差0.96％、これを解消

するために職員の俸給月額を給与改定するものになってまいります。初任給をはじめ若年

層に重点を置き、そこから改定率を逓減する形で引上げ改定され、平均改定率は約1.22％

となっております。また、ボーナスを0.1か月引き上げ、民間の支給状況を踏まえて期末

勤勉手当に0.05月ずつ均等に配分し改定がされるものになってまいります。この改定に伴

いまして、給与、職員手当、法定福利費、退職負担金等が増額となるものでございます。 

 こちらの委員会説明資料の９ページ、10ページになりますけども、人事院勧告に伴う給
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与改定の詳細を載せておりますので、後ほど御確認のほうをお願いしたいというふうに思

います。 

 それでは、まず、農業集落排水特別会計補正予算書の２号になりますけども、こちらを

御説明させていただきます。 

 特別会計補正予算書、この黄色い部分の35ページをお開きください。 

 補正額については、第１条、歳入歳出それぞれ14万2,000円を増額するものです。 

 内訳につきましては事項別明細書で御説明いたします。46ページのほうをお願いいたし

ます。 

 まず、歳出予算ですが、１款農業集落排水費１項農業集落排水事業費１目農業集落排水

施設維持管理費を14万2,000円増額するものです。内訳を47ページの説明欄に記載してお

ります。２節の給与を６万6,000円、３節の職員手当等を６万4,000円、４節の共済費を１

万2,000円増額するものです。 

 48ページに今回の補正に係る給与費明細書を掲載しておりますので、御参照いただけれ

ばと思います。 

 次に、歳入予算ですが、44ページにお戻りください。歳出予算の増額に伴いまして、３

款１項繰入金１目１節一般会計繰入金を同額の14万2,000円増額するものでございます。 

 以上で、議案第73号、令和５年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

の説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、水道事業会計補正予算（第２号）になります。49ページをお願いいたしま

す。 

 まず、第３条の収益的収入及び支出において、支出の第１款水道事業費用第１項営業費

用を241万1,000円増額し、費用全体の額を19億4,514万9,000円とするものです。 

 また、４条の資本的収入及び支出においては、支出の第１款資本的支出第１項建設改良

費を55万9,000円増額し、支出全体の額を８億4,347万7,000円とするものです。 

 これに伴いまして、上の本文括弧書きですが、資本的収支に不足する額５億1,457万5,0

00円は、当年度分の消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,713万円、減債積立金１億2,

401万4,000円、過年度損益勘定留保資金を３億5,343万1,000円に改めるものでございます。 

 収益的支出、資本的支出の補正の詳細につきましては、お配りしております委員会資料

の６ページのほうをお願いいたします。 

 上段が収益的支出の補正の明細、下段が資本的支出の補正の明細となります。収益的支

出、資本的支出とも各項目において給与、手当、法定福利等の職員給与費の増額を行って
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おります。 

 補正予算書に戻っていただいて、49ページになります。 

 第２条の業務の予定量、50ページの第５条、議会の議決を経なければ流用することがで

きない経費については、職員給与費が増額となりましたため、それぞれの記載の額に改め

るものでございます。 

 次に、51ページをお願いいたします。こちら以降に補正予算に係るその他の資料として、

実施計画、キャッシュ・フロー計算書、給与費明細書、貸借対照表など財務諸表を添付し

ておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 

 以上で、議案第76号、令和５年度筑紫野市水道事業会計補正予算（第２号）の説明を終

わらせていただきます。 

 最後に、下水道事業会計補正予算（第２号）について御説明いたします。61ページのほ

うをお願いいたします。 

 まず、第３条の収益的収入及び支出において、支出の第１款下水道事業費用第１項営業

費用を130万3,000円増額し、支出全体で21億3,323万1,000円とするものでございます。 

 また、４条の資本的収入及び支出においては、支出の第１款資本的支出第１項建設改良

費を33万1,000円増額し、支出全体で10億3,873万9,000円とするものです。 

 これに伴いまして、上の本文括弧書きですが、資本的収支に不足する額を４億1,546万1,

000円、それについては当年度分の消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,377万4,000

円、減債積立金３億183万2,000円、過年度分損益勘定留保資金を9,985万5,000円に改める

ものでございます。 

 収益的支出、資本的支出の補正の詳細につきましては、先ほどの委員会説明資料の８ペ

ージをお開きください。 

 上段が収益的支出の補正の明細、下段が資本的支出の補正の明細となります。収益的支

出、資本的支出とも各項目において給与、手当、法定福利等の職員給与費の増額を行って

おります。 

 補正予算書に戻っていただきまして、61ページをお願いいたします。 

 第２条の業務の予定量、62ページに第５条の議会の議決を経なければ流用することがで

きない経費については、水道事業同様、職員給与費が増額となりましたため、それぞれの

記載の額に改めるものでございます。 

 次のページ、63ページ以降に補正予算に係るその他の資料として、実施計画、キャッシ

ュ・フロー計算書、給与費明細書、貸借対照表の財務諸表を添付しておりますので、後ほ
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ど御覧いただければと思います。 

 以上で、議案第78号、令和５年度筑紫野市下水道事業会計補正予算（第２号）の説明を

終わらせていただきます。 

 以上、３議案よろしく御審査の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ただいま執行部から説明を受けましたが、まず、議案第73号に

ついて、質疑のある方ありませんか。ないですかね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、質疑を打ち切ります。 

 ただいまから討論を行います。 

 議案第73号、令和５年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）の件に

ついて、討論される方はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 討論を打ち切ります。 

 これより採決を行います。 

 議案第73号、令和５年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）の件を、

原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 御異議なしと認めます。よって、本件は全員一致で可決すべき

ものと決しました。 

 次に、議案第76号について、質疑のある方はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、議案第76号、令和５年度筑紫野市水道事業会計補正予算（第２号）の件について、

討論される方はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 討論を打ち切ります。 

 これより採決を行います。 

 議案第76号、令和５年度筑紫野市水道事業会計補正予算（第２号）の件を、原案のとお

り可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 御異議なしと認めます。よって、本件は全員一致で可決すべき



 -19- 

ものと決しました。 

 次に、議案第78号について、質疑のある方はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、議案第78号、令和５年度筑紫野市下水道事業会計補正予算（第２号）の件につい

て、討論される方はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 討論を打ち切ります。 

 これより採決を行います。 

 議案第78号、令和５年度筑紫野市下水道事業会計補正予算（第２号）の件を、原案のと

おり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 御異議なしと認めます。よって、本件は全員一致で可決すべき

ものと決しました。 

 しばらく休憩をいたします。 

──────・──────・────── 

休憩 午前10時00分 

再開 午前10時10分 

──────・──────・────── 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。議案第62号、市道路線の認定の件を議題としたいと思いますが、これに

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） なし。 

 それでは、議案第62号について、執行部から説明をお願いします。 

 まず、職員の紹介をしていただいて。 

 部長。 

○建設部長（野田清仁君） 皆様、おはようございます。建設部長を仰せつかっておりま

す野田でございます。よろしくお願いいたします。 

 建設環境常任委員会の皆様方には、日頃から御理解、御協力を賜りましてありがとうご

ざいます。本日、議案１件、陳情１件、所管事務調査１件、所管事務報告３件の御審議を
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お願いすることになります。よろしくお願いいたします。 

 それでは、維持管理課職員が参っております。自己紹介をさせていただきます。 

○維持管理課長（菊武秀明君） おはようございます。維持管理課長の菊武でございます。

どうぞよろしくお願いします。 

○維持管理課長補佐（山内和彦君） 同じく、維持管理課管理係長をしております山内と

申します。よろしくお願いいたします。 

○維持担当係長（坪井 望君） 同じく、維持管理課維持担当係長をしております坪井と

いいます。よろしくお願いいたします。 

○建設部長（野田清仁君） どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 説明お願いします。 

 部長。 

○建設部長（野田清仁君） それでは、議案第62号、市道路線の認定について、課長の菊

武から説明をさせていただきます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○維持管理課長（菊武秀明君） 議案第62号、市道路線の認定について御説明申し上げま

す。 

 議案書の59ページ、提案内容補足説明書の54ページでございます。 

 本件は、筑紫駅西口土地区画整理事業によって整備された道路を、福岡県から移管を受

けるに当たり市道路線として認定するものでございます。 

 認定する路線は、路線番号9148号、路線名、筑紫駅西口11号線、筑紫野市大字筑紫17番

７を起点に、筑紫野市大字隈67番１を終点にする延長1,023.93メートル、幅員14.84メー

トル、面積が１万5,195.93平方メートルでございます。 

 議案書59ページの裏面に路線認定図をつけております。筑紫小学校前の歩道橋の階段下

付近を起点に、黒丸の印から西鉄天神大牟田線に並行して隈方面へ南下しまして、筑紫駅

西口土地区画整理事業区域の境付近の三角マークまでの区間でございます。なお、市道の

供用開始は筑紫駅西口土地区画整理事業の換地処分公告日の翌日からとなります。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、ここで委員の派遣の件を議題といたします。 

 本委員会は、議案第62号、市道路線の認定の件について、現地視察を実施したいと思い

ます。あわせて、次項の所管事務報告となる踏切に係る視覚障がい者誘導用ブロックの設

置についての件につきましても、現地視察のため、本日、段下副委員長、田中委員、横尾
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委員、 本委員、城委員、前田委員及び私の以上７名の委員を現地に派遣し、現地視察を

実施したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 御異議なしと認めます。よって、本委員会は現地調査に７名の

委員を派遣することに決定しました。 

 それでは、今から現地調査のため、しばらく休憩をいたします。 

──────・──────・────── 

休憩 午前10時15分 

（現地視察） 

再開 午前11時21分 

──────・──────・────── 

○委員長（宮﨑吉弘君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 執行部から説明を受け、現地視察を行いましたが、まず、議案第62号、市道路線の認定

について、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、質疑を打ち切ります。 

 ただいまから討論を行います。 

 議案第62号、市道路線の認定について、討論される方はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 討論を打ち切ります。 

 これより採決を行います。 

 議案第62号、市道路線の認定の件について、原案のとおり可決することに御異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 御異議なしと認めます。よって、本件は全員一致で可決すべき

ものと決しました。 

 続いて、今度は所管事務報告で、まず、踏切に係る視覚障がい者誘導用ブロックの設置

について、説明をお願いします。 

 課長。 

○維持管理課長（菊武秀明君） 踏切に係る視覚障がい者誘導用ブロックの設置について、

御報告をさせていただきます。 
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 お手元の資料を御用意いただければと思います。 

○委員長（宮﨑吉弘君） はい。いいですか。 

○維持管理課長（菊武秀明君） 表紙を開いていただきましたら、Ａ３サイズの工事施工

箇所位置図をつけておりますので、御覧ください。 

 まず、これまでの経過につきましては、令和４年４月に、奈良県内の踏切におきまして

視覚に障がいのある方が踏切内で列車に接触してお亡くなりになる事故が発生しておりま

す。この事故を受けまして、令和４年６月に国土交通省が「道路の移動等円滑化に関する

ガイドライン」を改定しております。 

 具体的な内容としましては、一つ目は、踏切手前部での視覚障がい者誘導用ブロックの

設置を標準的な整備内容として積極的な整備を求める内容となりました。 

 二つ目は、視覚障がい者が踏切の外にいることを誤認することを回避するため、踏切内

に表面に凹凸のある誘導表示等を設置する内容で、こちらにつきましてはさらに高い水準

として望ましい整備内容となっているところです。 

 これによりまして、筑紫野市道にある市内８か所の踏切におきまして、踏切手前部の視

覚障がい者誘導用ブロックの設置工事を実施させていただいております。具体的な施工箇

所は先ほどの位置図に示した箇所となりますが、西鉄大牟田線で４か所、ＪＲ鹿児島本線

で３か所、ＪＲ筑豊本線で１か所、いずれも踏切内歩道が整備された踏切を対象に整備を

図っております。 

 実際にどのようになるかは先ほど現地で見ていただいたところですが、次のページにイ

メージ図をつけておりますので御覧ください。 

 こちらはＪＲ鹿児島本線の天拝山駅横の踏切のケースになりますが、歩道上の踏切の手

前部の４か所に視覚障がい者誘導用ブロックを設置します。ＪＲ天拝山駅横の踏切には新

規で設置するもので、踏切手前の歩道部の勾配の調整も併せて行うことで安全性の向上も

図ります。今までも踏切手前に視覚障がい者誘導用ブロックを設置したところはありまし

たが、ガイドラインの改定に合わせて誘導用ブロックの配置などを変更して対応しており

ます。 

 また、今回の８か所につきましては、視覚障がい者の当事者団体並びに生活福祉課の協

力を得ながら、現地での立会いなどを通し、当事者団体の御意見をお聞きしながら、鉄道

事業者との調整や技術的基準とのすり合わせなどを行いながら施工させていただいている

ところです。 

 今後も同様に視覚障がい者の当事者団体の御意見をお聞きし、意見交換を行いながら進
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めてまいりたいと考えております。 

 以上で報告を終わります。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ただいま執行部から報告を受けましたが、質疑のある方。 

 前田委員。 

○委員（前田倫宏君） 本市内においては施工箇所が８か所というところなんですけれど

も、現在の進捗状況を１点お伺いしたいのと、資料の２ページ目の②ですね。現地でもお

尋ねしたんですけれども、こちらの部分に関して点字ブロックが①、③、④と形が違うの

は何か理由があるのでしょうか。 

 以上、お尋ねいたします。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○維持管理課長（菊武秀明君） まず、１点目の進捗状況につきまして、まず、市内の踏

切の数になりますが、全体で51か所ございます。そのうち県道部分が６か所ございまして、

残りの部分でＪＲ鹿児島本線が13か所、ＪＲ筑豊線が10か所、西鉄天神大牟田線が22か所

というところになっております。そのうちの８か所を今整備しているというところでござ

いますので、約17％の進捗になるかと思います。 

 続いて２点目でございます。ＪＲ天拝山駅のところのケースにつきましては、基本的な

貼り付ける基準はガイドラインの中で設定してありますが、踏切によっては歩道のつなが

りの形態であるとか、そこそこで必要性がある誘導ブロックの配置について形が若干変わ

ってきます。 

 今回につきましては、当事者団体の方とも現地を立会しながら、施工業者の専門的な見

地も含めて形を決めておるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 前田委員。 

○委員（前田倫宏君） 進捗率につきましては51か所の中でも17％ぐらいということだっ

たんですけども、今後の整備計画等は考えられているのでしょうか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○維持管理課長（菊武秀明君） 今のところ全体的な整備計画は立てられておりません。 

 それで、優先順位をいろいろ当事者団体の方と協議しながら、御意見を聞きながらでき

る限りの対応をしてまいりたいと考えております。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ほかにありませんか。副委員長。 

○副委員長（段下季一郎君） まず１点目が、当事者団体との協議の会議体の場ですね。
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会議の名称とか何かついているんだったら教えていただきたいのと、２点目が、そういっ

たバリアフリーの検討をする協議会といいますか、そういうのの定期開催というのは年ど

のぐらいの頻度で行われているとか、そういったことも併せて教えていただければと思い

ます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○維持管理課長（菊武秀明君） 視覚障がい者団体さんとの協議名というのは正式には決

まっておりませんが、生活福祉課が窓口になりまして、意見交換会という形で今のところ

行わせていただいております。 

 その意見交換会の中には、視覚障がい者誘導用ブロックだけではなくて、様々な御意見

を頂戴しながら、視覚障がい者誘導ブロックにつきましては維持管理課が参加させていた

だいており、いろいろ意見を聞かせていただいているところです。 

 定期開催につきましては生活福祉課で、不定期だと思うんですけども、いろいろ協議を

しながら日程調整をしていただいているところです。 

 以上でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ほかありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、質疑を打ち切ります。ありがとうございました。 

 引き続き、所管事務報告をお願いします。 

 課長。 

○維持管理課長（菊武秀明君） 引き続きまして、自転車駐車場管理業務委託の内容につ

いて、報告をさせていただきます。 

 お手元の資料を御覧ください。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 大丈夫ですか。はい。 

○維持管理課長（菊武秀明君） まず、さきの９月議会の建設環境常任委員会におきまし

て、自転車駐車場管理事業及び放置自転車対策事業について御説明させていただいたとこ

ろですが、自転車駐車場管理事業の収支の関係、とりわけ支出の自転車駐車場管理委託の

費用及び内容について詳しく御説明をさせていただきます。 

 筑紫野市自転車駐車場管理業務委託につきましては、公益財団法人筑紫野市シルバー人

材センターが請け負っております。令和５年度の契約金額は5,444万8,984円でございまし

て、契約期間が令和５年４月１日から令和６年３月31日でございます。履行箇所は市内８

か所の自転車駐車場でございます。業務内容につきましては、定期利用の申込み及び解約
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の手続及び一時利用の受付、次に、自転車駐車場内における駐車指導及び日常の清掃、次

に、自動販売機の現金回収時の立会及び金額の確認、また、その他施設管理に関すること

でございます。業務時間につきましては、午前６時30分から午後８時まで、ただし、年末

年始の12月29日から１月３日までの期間を除くとなっております。業務時間内の各駐輪場

での管理人の配置状況につきましては、平日と土日祝日と分けて必要最少人数の配置を行

っており、特に利用者の多いＪＲ二日市駅東口自転車駐車場とＪＲ原田駅自転車駐車場の

午前６時30分から午前９時30分の間は３名の配置としております。そのほかにつきまして

は、定期利用の手続や一時利用の受付、また、事故や防犯上の観点から１名ないし２名の

配置を行っているところです。管理業務委託の費用の内訳につきましては人件費、事務費、

材料費となっておりますけども、約８割を人件費が占めている状況でございます。シルバ

ー人材センターの会員さん、120名から130名の方が自転車駐車場の管理に携わっている状

況でございます。 

 令和５年度の予算におきましては、歳出の内訳で、先ほど説明いたしました管理業務委

託料のほかに自動券売機のリース料や保守点検業務委託料、消耗品や電気料金などの合計

が2,252万9,000円でございます。管理業務委託料と合わせて、歳出の合計が7,698万7,000

円を計上させていただいております。 

 一方、歳入が、利用料金の予定額といたしまして3,898万6,000円を計上させていただい

ておりまして、その収支が3,799万2,000円の赤字となっているところです。 

 つきましては、コロナ禍の利用者数の減少から少しずつ利用者数が上向きに戻りつつあ

る状況ですけども、利用者数の推移を注視しながら、今後も歳出のコスト縮減につきまし

ても調査研究してまいりたいと考えるところです。 

 以上で報告を終わります。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ただいま執行部から報告を受けましたが、質疑のある方。 

 前田委員。 

○委員（前田倫宏君） これは、前回の調査で筑紫地区５市の状況をちょっと調べさせて

いただきましたけれども、筑紫野市は特化して歳出における委託費が高いんじゃないかと

いう指摘の下、このような資料が今回出てきたものというふうに認識をしております。 

 その中で、前回の調査からも受益者負担というものを原則にしているというのは承知の

上なんですけれども、他市においては料金を徴収していない自治体もあったり、自治体に

よって様々なのかなというふうに考えております。 

 今回考えているのが、特に、今、物価高騰において学生さんであるとかも少なからず影
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響を受けているんじゃないかというふうに考えたときに、こういったところの駐車場の料

金の減免等も当然考えるべきじゃないかなというふうに考えております。 

 その中でも、今回、歳出において人員の配置等も出てこられましたけれども、例えば、

極端に言えば朝と夕方のみにするとか、人員の見直しであるとかそういったところも来年

度に向けては検討をするべきかなと思うんですけれども、その点、どのようにお考えでし

ょうか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○維持管理課長（菊武秀明君） 人員の検討につきましては、今のところまだコロナ禍か

らの回復状況というのがなかなかありまして、先ほども申しましたとおり、若干回復傾向

にあります。 

 詳しく言いますと、令和１年度でコロナが始まりまして若干の歳入減になっておりまし

て、令和２年度でかなりの減収になりました。それから令和３年、令和４年と右肩上がり

に増えている状況なんですけども、その状況を見定めながら、もう少し令和５年度の分の

１年間を通したところの数値を注視してからいろんなところの検討に着手したいと考えて

いるところです。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 前田委員。 

○委員（前田倫宏君） 今、課長の説明では歳入ありきで歳出を考慮しているようなふう

に聞こえるんですけれども、歳出を抑えれば利用料金も下げることも当然ながら検討でき

るという趣旨で１投目質問したつもりだったんですけど。その点御理解いただいた上で、

再度、そういったところも考えられないのか。当然ながら物価高騰というのはもう皆様御

承知のとおりだと思うんですけども、そういったところで市民の利便性等を考えるべきか

なと思って、再度お尋ねいたします。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○維持管理課長（菊武秀明君） 受益者負担という原則に基づいております。自転車駐車

場を利用される方のみが物価高騰の恩恵を受けるというふうになろうかと思うんですが、

今のところ物価高騰に関する利用料金の見直しというところまでは検討はしておりません。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。 

○委員（田中 允君） 結局、各課で市民サービスできることはないかと。170億やった

な、金が余っとるやない。積立てがあるやない。基金が。その中で、やっぱり少なくとも

今までお金を使ってないから余っとるわけやから。使ってないけん余っとうとよ。使って

ないけん。こんなとこらでずっと国から出てきた金をそのとおり適切に使ってないから。 
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 それで、少なくとも学生とか、今、高校生まで学費の無料化とかそういう検討される中

で、学生は無料かな、今。割引やったかな。どうやった。この前の説明受けとったね。そ

こら辺り無料とかするとか大胆な考え方を持っていかんと、市民サービスをないがしろに

してためたお金やないとな。 

○委員（横尾秋洋君） それは財政課やな。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 財政課や。 

○委員（田中 允君） 財政課だけどね、やっぱ料金をゼロにせろ。学生とかはやはり今

はもう高校まで無償化しようかという時代よ。それなのに学生の料金ぐらい、もう無料に

しないや、思い切ってざっと。それがすっきりしていいよ。と思います。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 横尾委員。 

○委員（横尾秋洋君） この件はもう何年ぐらいになるかな、10年近くなるかな、赤字を

出さんということで、自転車駐車場料金を大幅にアップしたんよね。そしたらこういう委

員会の中で、それはちょっと、一気に倍とかやるのは問題じゃないかということで、市長

部局といろいろ交渉した結果、現在の料金に落ち着いてきとると。 

 だから、逆に言うと、またこの内容の中で今の料金体制をもう一回、前にもらったよう

な資料を出してもらって、今、田中議員も言われることは様々なあらゆる政策によって赤

字補塡の分を出していっとるわけやから、だから駐輪場だけ赤字補塡をというか、一切駐

輪料を取らんよといったらもっと子どもたちに――小学生、中学生とかそういう人たちに

給食費をただにするようになるのか、ますますいろんな形が出てくるわけやから、だから、

検討する材料を出してもらったら議論になってくるのかなと。今回はこういう報告で受け

て、約3,800万ぐらいの赤字という形になってきとる。これを前は赤字をゼロにしようと

して駐輪料のアップを図っていったわけやから。次回でもいいから、その辺出していただ

ければなとは思いますけどね。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。 

○委員（田中 允君） だから、前田議員が言うたように効率化たい。何人も置いとかな

いかんかとか。無人化にする検討も、これはＪＲであたりでも、もう原田駅でも無人とい

うか、時間でいたこともおったのも、あと、朝だけおって昼はおらんとか、そういうシス

テムをちょっと変えていかないかんちゃない。 

○委員長（宮﨑吉弘君） いいですか。 

 一旦休憩します。 

──────・──────・────── 
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休憩 午前11時43分 

再開 午前11時53分 

──────・──────・────── 

○委員長（宮﨑吉弘君） では、休憩前に引き続き会議を再開します。 

 部長。 

○建設部長（野田清仁君） ただいまいろいろ議員の皆様方から御意見等をいただきまし

た。今後どのような形で歳入、歳出、そういったところを検討していくかというところで

ございます。 

 本日御説明させていただきました委託業務の内容も含めて、さらには歳出も極力減らし

ていくような状況を今後も引き続き検討していきたいと考えております。検討した内容に

ついてはまた議会のほうにもお示ししながら駐輪場の円滑な運営に携わっていきたいなと

考えておりますので、御理解、御協力をお願いしたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ありがとうございました。 

 今、所管事務報告をしていただきましたけども、ほかに質疑はございませんかね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは質疑を打ち切ります。ありがとうございました。 

 時間が12時なので、ここで休憩。再開を１時から行いたいと思います。よろしくお願い

します。お疲れさまです。 

──────・──────・────── 

休憩 午前11時54分 

再開 午後０時58分 

──────・──────・────── 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、休憩前に引き続き、会議を再開します。まず、傍聴

の件をお諮りいたします。 

 本常任委員会に一般市民の方２名より委員会審査の傍聴の申出があっております。これ

を許可することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、御異議なしと認めます。よって、傍聴の申出を許可

することに決しました。 

 ここでしばらく休憩いたします。 
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──────・──────・────── 

休憩 午後０時59分 

再開 午後１時00分 

──────・──────・────── 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、休憩前に引き続き、陳情・要望等第11号、豪雨災害

における災害対策についての説明をお願いします。 

 事務局。 

○議事課主査（森  敬君） 陳情書。 

 陳情者。住所、福岡県筑紫野市塔原東一丁目５－10。氏名、木村征子。 

 令和５年７月10日豪雨発生及びその災害対策につきましての陳情です。 

 福岡県筑紫野市二日市中央三丁目１－２のカラオケステージ唄い亭店舗が、床上浸水の

被害に遭い、下記のような災害復旧費用が発生いたしました。 

 １、備品の移動、２、ぬれたカーペット等の搬出、合わせて９万円。 

 店舗の消毒、４万4,800円。 

 店舗の除湿（機械のリース代及び毎日の管理代及び電気料金）、２万1,000円。 

 ぬれた物品の処分代、１万8,000円。 

 店舗出入口洗浄、１万5,000円。 

 電気復旧工事、１万円。 

 従業員の休業補償代、37万8,000円。 

 カーペット貼り替え、75万400円。 

 諸経費、12万円。 

 合計144万7,200円。 

 過去にも同様の災害が発生しており、合わせて４回の被害を受けております。第１回、

2009年７月31日、第２回、2014年８月27日、第３回、2018年７月14日。 

 最近の気象状況を考えたときに、今後いつ同様の災害が起きるとも限らず、大雨が降る

たびに心配でなりません。 

 河川の被害が発生しないよう対策を講じていただきたく、ここに陳情させていただきま

す。 

 別添の資料がございます。 

 以上です。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 次に、本陳情内容に関する現状を執行部より説明をお願いしま
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す。 

 課長。 

○土木課長（山田 学君） 説明させていただきます。土木課長の山田でございます。ど

うぞよろしくお願いします。 

 この７月10日の豪雨状況について、御説明させていただきます。 

 降水量、筑紫野消防署においての計測では、線状降水帯も発生したことにより、午前零

時から午前７時までの短時間の間に約240ミリの猛烈な雨が降り続きました。その間の午

前４時から５時までの１時間には、約70ミリの雨が記録されております。また、観測地点

が太宰府のアメダスによる記録では、７時間で250ミリ、午前４時から５時までの１時間

には約80ミリの雨を記録している状況でした。 

 私たちもこのときに外に出ておりましたけども、唄い亭に近接する市営鷺田川の周辺一

帯、この辺りも至るところで冠水が発生している状況で、市役所に行くまでに通る道がな

いほどの状況であったことを記憶しているところでございます。雨の降り方もこの７時間

という数時間の間にこれだけの雨をもたらしたことは、私としても今までに記憶がないほ

どの雨であったと認識しているところでございます。 

 このような状況を鑑みまして、本市といたしましても、大雨における対策については重

要な課題であると捉えておりますので、地域住民の皆様方の御理解と御協力を賜りながら、

二日市地区の治水対策に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ありがとうございました。 

 それでは、陳情・要望第11号について、意見のある方は挙手の上、発言をお願いします。 

 前田委員。 

○委員（前田倫宏君） 今、説明の中でも治水対策というふうに市としても捉えていると

いうところなんですけども、もちろんこの地図を見ても河川がございますよね。その河川

の氾濫によって冠水の場所があるということだと認識はしているんですけれども、この河

川においての対策というのは何か具体的に考えられているのでしょうか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 山田課長。 

○土木課長（山田 学君） 今後、考え方として……。 

○委員（田中 允君） 中身の説明というのは。この中身の説明、陳情書の中身。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 読みましたよ。 

○委員（田中 允君） 読んでいたの聞いたよ。中身の説明ないとこの意味が分からんよ。 
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○委員長（宮﨑吉弘君） 説明は一応、執行部のほうで。 

○委員（田中 允君） いやいや、今言うの、それ雨の量だろう。この陳情書の内容たい。

いや、これ何ね、この144万とかはどういうことなの、これどういう試算でこういうふう

になったというの、こんな説明を受けんと……。 

○委員長（宮﨑吉弘君） しばらく、しばらく休憩します。 

──────・──────・────── 

休憩 午後１時06分 

再開 午後１時07分 

──────・──────・────── 

○委員長（宮﨑吉弘君） じゃあ、会議を再開します。 

 引き続き、課長お願いします。 

○土木課長（山田 学君） 地域の方にもまずは大雨時の状況の聞き取りして、どういっ

た冠水が起こっているのかを聞きながら、当然のことながらそういうことを聞くことによ

って何か治水対策のヒントになることもあるかもしれませんし、例えばほかの自治体がこ

の昨今の大雨に対してどのような対策を立てながら検討しているのかとか、また、原因は

何なのかとか、そういったのも考えていく中で、私のイメージとしては、短期的に何かで

きることがないか、中期的にできることがないか、長期的な対策ができないかとか、そう

いったことを考えながら、取り組んで今後いきたいと考えておるところでございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。 

○委員（田中 允君） それで、この現地には、当時雨が降ったときの現地の状況はどの

ようになったのか、ちょっと説明してください、それも具体的に。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○土木課長（山田 学君） 特にこの午前４時から５時の間の雨が本当にすごい雨でして、

私このとき外にいました。二日市郵便局辺りはもうさんさんたるもので、当然この唄い亭

のところも相当な冠水をしている状況で、田代橋のところと、あとＪＲ二日市の山口踏切

から旧３号線へ行く道がございますけど、その辺りの周辺一帯と旧３号線。あとＪＴと現

市役所の間の踏切の向こう側の道路も冠水している状況で、市役所に帰ってくるにもどう

やって帰ってきたらいいかということで、通行できる状況ではないような感じがかなりの

時間続いたことを記憶しているところでございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。 

○委員（田中 允君） この前説明受けたじゃない、被害の具体的な。具体的に前回事務
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事業調査の中で受けたろう。そのときにこういう話出てなかったけど、どんなに受け止め

ていいのかな。 

 それで、ほかのところの浸水出てこういう被害が出てないのか、それ辺りもおたくたち

調べたっちゃろう。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○土木課長（山田 学君） 前回９月議会でお話しさせてもらったのは、実際に被災が起

こった箇所について説明させていただいたところです。本日説明させてもらっているのは、

雨の降り方とか、どういったところが冠水しているのかとか、そういった話をさせてもら

っておりまして、具体的にじゃあそういった冠水しているところが、被害があったという

報告はちょっとないと記憶しているところでございます。 

○委員（田中 允君） ほかのところではね。 

○土木課長（山田 学君） はい。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ほかありますか。 

 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） もうこの辺、鷺田川とか旧３号線挟んで鷺田川が流れ込んでく

るところ、あとは、降った雨が排水し切れない、いわゆる内水氾濫の状況が大きいのかな

と思うので、この辺一帯の管路の状況がどんな状況なのか分かるところで。どれぐらいの

雨量に対応できるような排水の構造を持っているのか。 

○委員（田中 允君） 要するに原因よね。原因。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○土木課長（山田 学君） 現在、市営の鷺田川に関しては、例えば30年確率とか50年確

率とか、そういったのがありますけども、現時点でそういった形の確率での計画規模とな

っている状況ではないんですね。当然のことながら改修していく必要があるのではないか

と考えているところでございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。 

○委員（田中 允君） じゃあ、こういう天災に対してのお見舞いとかはどのような形で。

天災と、こういう天災たいな、こういう形のお見舞いとかは、何かどのようなふうになさ

れたのかな、あるのかないのかまずね、どのような形でされるのか、されたのか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○土木課長（山田 学君） 申し訳ありません。所管じゃないので、私分からないんです

が。 
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○委員（田中 允君） いや、そういう制度があるのね、ないのね、まず。 

○土木課長（山田 学君） ちょっと休憩お願いします。 

○委員長（宮﨑吉弘君） しばらく休憩します。 

──────・──────・────── 

休憩 午後１時13分 

再開 午後１時15分 

──────・──────・────── 

○委員長（宮﨑吉弘君） じゃあ、それでは休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 課長。 

○土木課長（山田 学君） 申し訳ありません。今現在ちょっと分かりませんので、この

後、所管事務報告で４時から入らせていただきますので、またそのときにちょっと調べて

御報告をさせていただきたいと思います。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 前田委員。 

○委員（前田倫宏君） 要因についてもう一度確認をしたいなと思ってちょっと質疑させ

ていただくんですけども、今回の大雨で、過去に３回あって今回で４回目の被害があった

と、この周辺地域においてもあられたということなんですけども、地図を見ていますと河

川がそもそも水位が上がっての氾濫になるのか、それとも、宅地等に伴ってその排水が、

河川の水位が上がって流れ切れてなくて内水氾濫を起こしている状況なのか、その辺、今

回もう４回目ということなので、まずは要因ですね、そのインフラの要因、設備等の部分

も考えて突き止めないと対策等も今後できないんじゃないかなと思うんですけども、今の

現状で分かる範囲でもう少し教えていただけますでしょうか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○土木課長（山田 学君） 河川の水位が下流のほうに流れ切らずに、流れ切れてないと

いう状況が一番の原因だと考えております。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ほかありますか。 

 副委員長。 

○副委員長（段下季一郎君） 短期、中期、長期で考えてあるということだったと思うん

ですけど、例えば短期だったら、止水板の補助制度を設置している自治体とかもあります

けども、何か短期、中期、長期で、まあ長期というのはインフラのそういうのを、管の口

径を大きくするとかいろいろあるとは思うんですけども、何か考えてあることはあるんで

しょうか。 
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○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○土木課長（山田 学君） それを今から考えていかせていただきたいと考えているとこ

ろでございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ほかに御意見は。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 意見なども出尽くしたようでございますので、これで打ち切り

ます。 

 皆様にお諮りします。 

 陳情・要望等第11号につきましては、これをもって周知することとしたいと思いますが、

これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） ただいま周知されました陳情については、今後の議案審査、ま

た、所管事務調査などの参考とされますようお願いいたします。 

 以上をもちまして、陳情・要望第11号の件を終わります。 

 引き続き所管事務調査に入りたいと思います。 

 高尾川・鷺田川地下河川の流入開始からこれまでの運用状況について、説明をお願いし

ます。 

 課長。 

○土木課長（山田 学君） それでは、御説明させていただきます。 

 まず、資料要求事項等において、近隣市への影響、協議会の内容等ということですので、

その御説明からさせていただきます。 

 別紙をお配りしている資料を御覧ください。 

 １枚目をお開きください。 

 この資料、本市の高尾川、鷺田川の下流の御笠川の河川改修事業についての資料です。 

 この事業については、当市と御笠川に接する４市、福岡市、大野城市、春日市、太宰府

市の合わせて５市において、御笠川水系改修事業促進協議会が構成されているところでご

ざいますが、その協議会において毎年九州地方整備局と福岡県へ要望活動を実施、資料左

下の４、その他の特記事項にもありますが、その地道な活動が実を結び、今年度よりこの

河川改修事業を県にて実施していただけることになりました。 

 今年度も、先日の12月５日の日に九州地方整備局のほうにこの５市で要望活動に行きま

して、今度15日の日に福岡県のほうに要望活動に行ってまいります。 
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 この事業につきましては、今年度から令和17年度までの予定で、博多区板付に田中堰と

いうのがありますが、そこを起点とし上流へ太宰府市の落合橋、目印としましては太宰府

市の総合体育館のところまでの区間において、河川整備が行われることになります。資料

右上の位置図の「新規事業区間」と旗揚げされている、延長7.79キロメートルの整備とな

ります。 

 この事業により、御笠川に接する４市、また、その上流の筑紫野市においても、大雨時

においてかなりの効果、減水が期待されるものであると考えているところでございます。 

 ちなみにこの協議会組織は、各市の首長及び議長で構成されている中で、現在の会長は

大野城市長ですが、以前、平成23年９月から令和４年８月までは、御笠川の上流支川であ

る本市の県営鷺田川バイパス整備や県営高尾川地下河川整備を福岡県において重点的に推

進していただくために、筑紫野市長が会長として10年以上もの間、協議会の先頭に立ち対

応していたところでございます。 

 続きまして、調査の目的に、地下河川の運用開始からこれまで、水位や浸水した被害状

況等の確認についてとありますので、その御説明をさせていただきます。 

 状況としましては、地下河川運用前に一番被害があっていたのが高尾川の平成橋周辺で

あったことから、平成橋については、お配りしている資料の２枚目を御覧ください。 

 図面の真ん中ら辺に横長く赤の点線が打ってございますけども、それが地下河川であり

ます。ちょうど真ん中辺りとなりますが、それが平成橋箇所ですが、その箇所においての

水位や浸水状況の説明をさせていただきます。 

 地下河川の運用は暫定運用が令和２年度の６月から行われており、その後の状況としま

しては、今が令和５年ですのでこれまで出水期を４期対応していますが、まず令和４年度

までの３期において、平成橋周辺の状況について溢水はあっておりません。 

 今年度、令和５年度においては、先ほどの陳情においても説明させていただきましたが、

７月10日未明から線状降水帯も発生した豪雨、午前零時から午前７時までの７時間に、筑

紫野市消防観測雨量としましては約240ミリ、アメダスの太宰府市観測の雨量としては約2

50ミリという、私としましてもこの７時間という短時間でこれだけの雨量となったのは今

までに記憶がないほどの雨量であったことにより、結果的に状況として、午前５時50分観

測と６時観測、これは県のライブカメラの記録において、高尾川の平成橋の下の水位が2.

78メートル、これはいわゆる平成橋の桁下付近まで水位が到達しておりますが、この状況

において溢水による被害の報告はあっておりません。 

 最後に、調査の目的に地下河川底に砂、泥等堆積物等はないかの確認についてですが、
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那珂県土整備事務所に確認したところ、まず河川の維持管理体制としては、地下河川関連

施設の巡視については月に１回行う、地下河川関連施設の点検については出水期前に年１

回行う、地下河川内部については詳細点検を５年に１回行うとのことです。よって、砂、

泥等堆積物の確認は、詳細点検時に行う計画としているとのことです。 

 これについては、私どもとしましても、５年に１回の詳細点検で大丈夫なのか、堆積物

があれば地下河川断面が阻害され、地下河川の効果が発揮できなくなりませんかというこ

とを確認、那珂県土整備事務所にしたところ、まず、流入部においてスクリーンを設置し

ており、流木など大きな流下物の流入は防止しているとのことです。 

 次に、地下河川内部の砂、泥等堆積物については、この地下河川、本格運用は令和３年

度からであり、今が令和５年度ですので、これまで３回の出水期を経験している中、去年

令和４年度の大雨が、高尾川流域で甚大な被害が発生した平成26年８月22日の最大１時間

雨量と同等の雨量、これは約時間雨量100ミリ降ったのでありますけども、これが地下河

川整備前と整備後の比較での整備効果としては、平成橋地点において約1.5メートルの水

位低減効果があったと推定されるとのことで、福岡県としましてもホームページにこの分

について公表しているとのことです。 

 令和３年度には、地下河川への流入が22回あったとのことです。かなりの回数流入して

いるにもかかわらず令和４年度には先ほどの効果があったことを踏まえると、直ちに断面

阻害となるような砂、泥の堆積が発生しているとは考え難いとの見解で言われております。

また、推測ではありますが、地下河川への流入時には相当な水圧で水は流れるので、以前

たまっている土砂の一部は一緒に流出している可能性があると考えられるとのことです。 

 今後は詳細点検時において結果を蓄積していき、堆積傾向を確認していく必要性がある

と考えていると、那珂県土のほうから回答を得ているところでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ただいま執行部から説明、報告を受けましたが、質疑のある方

ありますか。 

 城委員。 

○委員（城 健二君） 資料の１枚目、２番目の河川の現況と書いてありまして、この中

で、治水安全度、いわゆる30分の１ですかね、程度ということを書いてありますが、これ

のまず説明をしていただきたいと思い、もうちょっと詳細な説明お願いします。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○土木課長（山田 学君） 30分の１程度というのは、30年に一度降るような雨であると
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いうことの、それに対応する施設ということで考えていただければと思います。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 城委員。 

○委員（城 健二君） 分かりました。30年に一度の、頻発する割合ということで30分の

１と。 

 これはあくまでも御笠川の治水安全度のはずですよね。それで、じゃあ例えば当市の高

尾川、鷺田川、これ地下河川工事終わっているんですけど、この河川の治水安全度という

のはどうなっているんでしょうか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○土木課長（山田 学君） 先ほどもちょっと説明させてもらったんですけども、市営鷺

田川に関してはまだ、30年に一度の30分の１の確率とか、そういった形の断面にはなって

いないところございますので、まず、河川の整備の考え方としては、下流からどんどん整

備していくのが基本的な考え方なんですね。下流の現況は御笠川30年確率の河川の断面積

とかそういったのですけども、それを50年に一度の50分の１にこれからしていくと。今回

の整備が田中堰から落合橋で、博多湾からそこまでがまず50分の１になると、どんどん上

流のほうに向かって整備がなされていくという状況になります。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ほかありますか。 

 田中委員。 

○委員（田中 允君） 田中堰から博多湾までは、50年の、50分の１かな、でもう済んど

うわけ。今から着手、今どれぐらいの位置にあるのかな。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○土木課長（山田 学君） 50年に一度の分になっております。 

○委員（田中 允君） 既にしているわけね。 

○土木課長（山田 学君） はい、そうです。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ほかありますか。 

 前田委員。 

○委員（前田倫宏君） もし分かれば教えていただきたいんですけれども、高尾川の治水

対策の中で、河川トンネルですね、この流出施設についてなんですけれども、まず、河川

の水位が高くなればこの河川トンネルのほうに水が流れていって、その流出するタイミン

グというのは、鷺田川の河川の水位の状況によって排水をするようにしているんですかね。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○土木課長（山田 学君） 流入して、それが地下トンネルを通っていって、流れ出ると
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いう形になります。 

○委員（前田倫宏君） そのままですか、北側に行って。 

○土木課長（山田 学君） はい。当然ずっとたまっていきますよね。 

○委員（前田倫宏君） それで要は押し出すような。 

○土木課長（山田 学君） はい、押し出す感じですね。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ほかありますか。 

 横尾委員。 

○委員（横尾秋洋君） この地下河川の完成は、先ほどの陳情で出ていた分のカラオケの

ところなんかは、少しは緩和されたという見方でいいんですか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○土木課長（山田 学君） 地下河川ができてから。 

○委員（横尾秋洋君） できたことによって、そこの辺がもっと水位が上がるのが下がっ

てなったというふうな感じになるのか。 

○土木課長（山田 学君） そうです。効果を発揮しております。 

○委員（横尾秋洋君） だから、第１回目2009年、第２回目が2014年、第３回目が2018年

ということで現在2023年だから、こういった、このときの水量と今回の水量というのはや

っぱり線状降水帯が発生したことによって今回は特に雨が降ったんだろうと思うから、今

のような状況であれば第１回から第３回の分がもう極力抑えられたというふうな見方でい

いんですかね。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○土木課長（山田 学君） 何て言っていいか分かりませんけど……。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 部長。 

○建設部長（野田清仁君） ２ページの資料を見ていただきたいんですけれども、地下河

川の整備の赤い点線があって「流出施設」と書いているところが赤く記載があるかと思い

ます。それから市営の区間の鷺田川のほうに向かって緑色の点線があるのが御覧いただけ

るかなと思います。これは、もともとは西鉄二日市駅に行く県道に沿って河川があって、

流出していたところでございますけれども、地下河川と併せてバイパス区間も併せて県が

整備をしていただいたところでございます。 

 この地下河川が供用開始した、その後においてこのバイパス区間も供用開始していると

ころでございまして、今回の大雨は、猛烈な雨では確かにあったところではございますけ

れども、この県事業が完成したことによって、鷺田川の流下能力も少し増しているかなと
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いうところはございます。 

 ですから、以前よりも効果はあっているかなというのはありますけれども、今回の大雨

はその量が大変多うございました。ましてや、先ほど山田課長が申し上げましたように、

まだ市営河川のほうの整備のほうはまだ行っておりませんので、ネック箇所とかは十分考

えられます。そういったところから冠水が発生したものかなということも考えられますの

で、今後、先ほどから山田課長が説明しておりますように、二日市地域の治水対策、そう

いったところについても鋭意取り組んでいく必要があるかなと考えておりますので、よろ

しくお願いしたいなと思っております。 

 以上です。 

○委員（横尾秋洋君） ありがとうございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） すみません、私から最後に申し訳ないんですけど、そもそもこ

の調査を依頼したのは私でありまして。というのが、この高尾川の地下河川の構造が、先

ほど言いました砂泥分が沈殿しているんじゃないかと。そうすると今度は流出に影響を与

えて、ほかの下流域の河川、御笠川に影響があるんじゃないかということで調査を依頼し

たわけです。 

 なので、前々からこの地下河川の流入と流出の模型というか図面、断面というかありま

すけど、そもそもこの流入のところでのこのスクリーンというのは、言わばちょっと水位

が上がった状況でどんどんどんどん入ってくるわけですよね。スクリーンのメッシュにも

よるでしょうけど、砂泥とは言いましたけど、例えば石ころなんかが一緒に流れ込んでい

って、この図を見るとこの流出が直角に上がっていますよね。 

 ですので、傾斜をしていて流れ出すんだったらまだ分かるんですけど、やはりこういう

直角で流出するということになると何らかの堆積物が、先ほどは課長のほうから５年に１

回詳細調査をやっているという話でしたけど、引き続きそういったところが、この雨の量

によっても変わってくるでしょうし、これからどんどん温暖化で豪雨災害というのは非常

に多くなるんだろうと思います。 

 そう考えると、何年後と分からないですけど、例えばその５年置きというのが見直す必

要が出てくるんじゃないかというふうに危惧しておりますので、引き続き、先ほども言わ

れましたけど確認をしておりますということも含めて、検討して調査をかけていただきた

いと思っております。 

 課長――じゃあ、関連ですかね。 

○委員（ 本美惠子君） いえ。すみません。 
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○委員長（宮﨑吉弘君） じゃあ、山田課長いいですか。 

○土木課長（山田 学君） 分かりました。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） 昨日たまたま、二日市東コミュニティで防災セミナーで、気象

庁に勤めていた方の話を聞いたんですよね。最近の雨の降り方が、50年に一度の雨がこの

７年間に４回あっているんですね。ということで今ここに50年に１回の、50分の１がこれ

50年に１回のことだと思うんですが、これで50年に１回のその基準が変わっていく、ある

いは今の雨の降り方から考えると、もう何か50年に１回とか30年に１回が毎年あるような、

あるいは２年に１回ぐらいあるような気がするぐらいよく降っているというところで、こ

の計画のそもそもの計画が、今のこの50分の１程度で組み立てられていって果たしていい

のかどうかというのと、さっき委員長も言われましたが、最初の説明の中で、管の中の地

下河川の中の土砂のたまり方、それは勢いがあるから押し流されますといったらじゃあ外

に出たやつはどこに行くのかなというのを思うと、出てきたところにたまっていくという

ことであれば、それをまた流すような川の構造を考えないといけないのかなというのがあ

るので、その辺今のこの計画がどこかで修正しないと、今の現況に合うような見直しをし

ないといけないんじゃないかなと思うんですが、ちょっと。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 部長。 

○建設部長（野田清仁君） そうですね、先ほど委員長と 本議員から言われました土砂

の堆積については、先ほど山田課長が言いましたように、那珂県土のほうにもやはりそう

いった懸念があるということも申し伝えながら、点検回数とかそういったところも見てい

ただけたらということも申し伝えたいなと思っておるところでございます。 

 それともう一つ、50年確率の問題に関しまして、今の河川改修とかそういった計画につ

いては、確率年に基づいてやっているところでございます。やはり、今の気象状況とか降

雨状況、これを見たときに、本当雨の降り方がちょっと最近異常性はあるかなと、ちょっ

と激しい雨が降っているなというところがございます。 

 今後、河川全般もありましょうけれども、市のほうの市営河川の河川、それとあと、例

えば雨水幹線、そういった流し得る水路の改修、そういったところの整備も行いながら、

もう一つは、その河川に流れ込む雨、降った雨を例えば一時的にためる貯水池とか、そう

いったのも含めて全般的に考えていかないと、河川断面だけを、河川だけを改修すればい

いという問題ではないのかなと思っております。 

 今後の状況も鑑みながら、検証とか検討あたりも含めて行っていくに、時間はちょっと
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かかるかなと思いますけれども、そういったところも踏まえて今後の対策として捉えてい

きたいなと今のところ考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ほかありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、質疑を打ち切ります。ありがとうございました。 

 入替えのため、しばらく休憩します。 

──────・──────・────── 

休憩 午後１時41分 

再開 午後１時45分 

──────・──────・────── 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、会議を再開します。 

 議題に入ります前に、平嶋部長がお見えですので、職員の紹介をして挨拶をいただきた

いと思います。 

 部長。 

○環境経済部長（平嶋顕治君） 皆さん、お疲れさまです。環境経済部長、平嶋でござい

ます。 

 今回の案件につきましては、陳情２件、所管事務報告２件、所管事務調査２件の審査を

お願いいたします。 

 職員の紹介をいたします。 

 環境課長の八尋でございます。 

○環境課長（八尋優一君） 八尋です。よろしくお願いします。 

○環境経済部長（平嶋顕治君） 担当係長の荒井でございます。 

○環境保全・廃棄物担当係長（荒井健治君） 荒井と申します。よろしくお願いします。 

○環境経済部長（平嶋顕治君） よろしくお願いいたします。 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、陳情・要望第12号、水質調査に関する陳情の件を議

題といたします。 

 まずは内容を確認したいと思います。事務局に朗読させます。 

 事務局。 

○議事課主査（森  敬君） お手元の資料、陳情・要望等第12号でございます。 

 水質調査に関する陳情。 
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 要旨。産業廃棄物処理施設の周辺の住民が安心・安全に生活ができるよう、水質調査を

実施してください。 

 理由。エコセンチュリー21株式会社による産業廃棄物処理施設設置許可申請に伴う第１

回専門家会議の議事録によると、１、委員から、「長期間にわたる稼働により、周辺住民

の水利用に影響を及ぼす可能性がある。また、整地や施設の建設が地下水脈に影響する可

能性がある。したがって、地下水利用の状況を調査する必要がある」と述べています。 

 ２、利害関係者1,950名から意見が提出されています。現在井戸水を利用している住民

が多いため、水質を懸念する意見が多数ありました。 

 そこで、下記のとおり陳情します。 

 記。 

 １、操業開始前に別紙の地域で現状把握の水質調査を行ってください。 

 ２、処理施設の操業後も継続的に水質調査を行ってください。 

 以上。 

 陳情者、筑紫野市大字阿志岐2505－30、氏名、石橋廣美さんです。 

 この陳情に当たって、この陳情書を提出するに至った理由について、御本人さんのほう

から聞き取りをいたしまして、その内容をお話しさせていただきます。 

 エコセンチュリー21の操業前の現状の水質調査を実施しておく、このことが、20年、30

年後に万一生活に不安を生じる事態が発生した場合に解決の糸口となるというふうに考え

ております。また、エコセンチュリー21の許可申請に伴う専門家会議で発言が、先ほどの

陳情書にありました発言があっております。そのほか、筑紫野市周辺地域における一般廃

棄物処理施設では、操業開始前に水質調査を実施してある。 

 陳情者の思いといたしましては、本件事案につきましては県の主体事業ではございます

が、万が一住民に不安を生じさせる事態が発生して被害を受けるのは筑紫野市民であると、

議長から県知事に操業前の水質調査を実施するよう、要望書の提出をされたものでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 次に、本陳情内容に関する現状を、執行部から説明をお願いし

たいと思います。 

 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 八尋のほうから説明させていただきます。 

 現状といたしまして、毎年、公共用水域測定地点ということで河川の10か所の検査をさ
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せていただいております。山家川、小古野川、御笠地区でも桜木川というところで、４か

所ほど検査をさせていただいております。また地下水に関しましては、山家コミュニティ

センター等も行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ありがとうございました。 

 それでは、陳情・要望等第12号について、意見のある方は挙手の上、発言をお願いしま

す。 

 田中委員。 

○委員（田中 允君） 市としてはこの要望書受けてどのような、どのような受け止め方

してありますかね。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 八尋課長。 

○環境課長（八尋優一君） 市としましては、今現在、場所でいいますと御笠のほうにな

りますと桜木川というところで試験場の下の辺りの河川のほうも検査しておりますし、小

古野川、ちょうどといいましょうか、吉木と山家をつなぐトンネルがありますよね、鳥越

トンネル。それの上流辺りでも小古野橋というのが小古野川にかかっておりますが、その

地点でも検査を行っているところでございます。 

 そういった意味でも、今現状も行って、引き続きこれも行って毎年委員会のほうにも報

告させていただいているものですから、これを監視していこうかなというところでは考え

ているところでございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。 

○委員（田中 允君） その今検査しておるところいうこと自体はもう市民も知ってある

わけだろう、この陳情者は。陳情者も、この件知らないの、それは。説明したと、もう。

いや、要するに陳情・要望書が上がってきたやん。じゃあその前にいろいろ、その届出あ

るときいろいろ質問やらされるだろう。聞かれない。ただぽんと書類が出てきただけ。い

や、そこら辺よう分からんかな。 

○委員長（宮﨑吉弘君） じゃあ、事務局ちょっと。 

○議会事務局長（荒金 達君） 陳情書のほうは議会事務局のほうで受けておりまして、

今話が出ました実際に行っている箇所の説明というのは、行っておりません。 

○委員（田中 允君） それはしてないわけね。 

○議会事務局長（荒金 達君） はい。 

○委員（田中 允君） じゃあいいですが、もう。 
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○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。 

○委員（田中 允君） じゃあもう、市としては４か所しているから大丈夫だという考え

でいいのかな。その確認だけはさせてください。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） はい。これも経過も取っておりますものですから、今後変化

も見られるものと考えるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） 今課長が説明されたのは、この決算のときに出していただいた

河川水質測定の内容ですね。これで10か所してあるということですが、例えばこの要望さ

れている方のこの地図の中に今10か所しているというのを当てはめると、どこに当たるの

かというのを示していただいたら。 

 桜木はこの丸の中には少なくともないんじゃないかなという気がするのと、これだけ10

か所やっていますというところが、確かに今までずっとこれも毎年やっているので、出し

ていただいていますけど、改めて地元の方の要望は、この円内ですね、この1,300メータ

ー内、半径300メーター、この円の中にぜひその調査が必要じゃないか、これは、例えば

焼却灰の影響も含めて、降灰した後のその水質への影響を考えての円だと私は思うんです

ね。 

 それを考えると、この円の中に今市が行っているもの、この陳情されている方に示され

るようなデータがちゃんと取れているのかどうかというところで、お尋ねしたいんですね。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 一番近いところでいきますと、小古野橋、この地図でいいま

すと、ちょうど産廃計画というのが中心に書いてございます。それの下のほうに池、これ

恐らく鳥越池だろうと想像できるんですが、それの向かい側にゴルフ場がございますが、

そのゴルフ場と池の間のところに小古野橋というのがございます。そこが一番直近の河川

で、そちらのほうでの水質検査をしております。若干その円から外れるような状態になり

ますが、山家小学校のところのちょうど境目になりますが、若宮橋というところが入りま

す。そして、この陳情書についている地図でいきますと、桜木川というような、左側のほ

うに書いてありますが、そちらのほうに行きますと、そちらのほうの四反田橋というとこ

ろで、若干離れておりますが、円の中から流れてきている水質を測定できているというと

ころで考えているところでございます。 
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 以上でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） それでいえば、今この方が示されている、ここでやっていただ

きたいというその二重丸で示しているところの、今のゴルフ場の井戸の近く、下の鳥越池

のこの間にあるのであればこの二つの中間点にあると。それ以外のところではないと、産

廃計画地の上に書いてある池のところはない、農業試験場の水槽のここにもないというこ

とでいいですかね。 

○環境課長（八尋優一君） そうです。 

○委員（ 本美惠子君） それでいけば、要望されているものの半分ぐらいしかないとい

うことですけれども、それでも十分調査の内容としては大丈夫なのかというところでは、

どのように考えているんですか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 今の状況では、大丈夫じゃないかなというところでは考えて

おるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） それは、例えば農業試験場のこの水槽は、農業試験場なりがそ

のデータを持っているからということでいいんですか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） この試験場のほうでどういうふうな水質検査されているかと

いうのは私どものほうではちょっと把握ができておりませんが、こちらのほうは農業試験

場でございます。飲料水に使われたりだとか家畜へのものが入っているんだろうというと

ころはありますので、データが、私どもで、すみません、確認を取れておりませんが、取

られているものと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 城委員。 

○委員（城 健二君） 先ほど、井戸水の水質検査というのは山家のほうでやられている

と、１か所やられているということだったですよね。多分当然、井戸水というのは直接人

体に入れる飲み水なので、この辺について例えば山家１か所。例えば私なんかは東吉木に

住んでいるんですが井戸水を飲んでおります。そしてあと上阿志岐とかも、この辺もやは

り井戸水の水質検査というのは必要なんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 
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○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 飲み水の検査に関しましては本来、県からも厚生労働省から

もですけれども、井戸を使われる方のほうでやっていただいたほうがいいという推奨はさ

れているところで、義務ではございませんけれども、100人以上いらっしゃって使うとか、

それから事業所がする場合には、届出が、検査の結果あたりも取っておくということがあ

りますが、今、私が申しました井戸の部分ですけれども、これローテーションで、毎年同

じところじゃないんですけども、３年に一度回っていくような状態でローテーションをし

ております。その中で、山家のほうでいくとコミュニティセンターだったりだとか、ちょ

っと離れますけども山家８区の公民館、御笠のほうでいいますと中阿志岐の公民館だった

り東吉木の公民館というところで交互で、調査を井戸水の分はさせていただいているとこ

ろでございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ほかありますか。 

 副委員長。 

○副委員長（段下季一郎君） この水質調査、法的に定められたものとかではないと思う

んですよね。地元住民の方がこれだけの数、不安だということで、それでそういう1,950

名から意見が出てきていると。この産廃の計画地が結局、産廃場ができて、その操業する

のは陳情者の方としては構わないんだけども、水質の調査をちゃんとしっかりしてほしい

というのが要望だと思うんですよね。 

 他県でも、同様の産廃の処理施設で、例えば敷地内、水は出さないクローズドな施設だ

というふうに聞いています。その中で、水とか流さないけども敷地内に何か物を置いてい

て、それに雨が降って、その何か置いている物質から何かが流れ出して、それが周辺に影

響を与えたという事例もあるんですね。それがここの専門家会議のこの、建設とか、長時

間にわたる稼働により影響を及ぼす可能性があると言っているのはこのことだと思うんで

すよ。 

 このことが影響する可能性があるから地下水について、要は雨が降ってそれから流れ出

て、それが周りのところに浸透していくんじゃないかということを懸念されているわけで

すよね。そのことについてどのように考えているのかということですね。 

 この陳情者の方によると、ほかの同様の施設で、水質検査は義務じゃないけども、市町

村長からの意見書を基に、任意に水質検査を実施している自治体もあるというふうに聞い

ています。なので、操業するのはいいけども、その水質調査について、どのように考えて

いるのかということをお尋ねしてもいいですか。 
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○委員（横尾秋洋君） いや、逆に、もうこれは地域の対策委員会ができてずっと協議を

なされていっているから、それでその協議の内容をちょっとそこで説明してやれば、出て

くるんじゃないの。何かスタートに振り戻したような質疑になってきているからさ。

（「ちょっと休憩してください」と呼ぶ者あり） 

○委員長（宮﨑吉弘君） ちょっと休憩します。 

──────・──────・────── 

休憩 午後２時01分 

再開 午後２時04分 

──────・──────・────── 

○委員長（宮﨑吉弘君） じゃあ、会議を再開します。 

 課長。 

○環境課長（八尋優一君） この開発といいましょうか、エコセンチュリー21の水質検査

に関しましても、地元の協議会と開発業者とというところの分で協定を結ばれて進んでい

るものというところで、市といたしましては今、現状水質検査しているところをしっかり

と検査してまいりたいというところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ほかにございませんか。 

 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） 今している内容をしっかり継続していくということですが、少

なくともこの陳情された方のこの地図と同じような形式で、今、実際にしている場所の落

としたもの、どこでやっていますかというのと、そのデータの内容をいただけたらありが

たいです。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） カラーコピーといいましょうか、このコピーでようございま

すかね。地図をコピーしたのがありますので、これを渡したいと思います。 

○委員（ 本美惠子君） ありがとうございます。（「全員、全員」と呼ぶ者あり） 

○委員長（宮﨑吉弘君） もう全員。 

○委員（ 本美惠子君） はい。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 全員にいいですかね。じゃあよろしくお願いします。 

 ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（宮﨑吉弘君） そうしましたら、皆様にお諮りします。 

 陳情・要望第12号につきまして、これをもって周知することとしたいと思いますが、こ

れに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 御異議なしと認めます。 

 ただいま周知されました陳情については、今後の議案審査、それから、所管事務調査の

参考とされますようお願いいたします。 

 以上をもちまして陳情・要望等第12号の件を終わります。 

 続きまして……。（「休まんの」と呼ぶ者あり）休憩しますか。 

 じゃあ、しばらく休憩します。再開を、（「20分」と呼ぶ者あり）20分からしたいと思

います。よろしくお願いします。 

──────・──────・────── 

休憩 午後２時07分 

再開 午後２時20分 

──────・──────・────── 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、会議を休憩前に引き続き再開したいと思います。 

 議題といたしまして、陳情・要望等第15号の件を議題といたします。 

 まずは内容を確認したいと思います。事務局に朗読させます。 

 事務局。 

○議事課主査（森  敬君） 陳情・要望等第15号、家庭系生ごみ分離に関する陳情書。 

 １、要旨、家庭系生ごみ分離により二酸化炭素削減及び焼却場燃費の削減。 

 ２、理由、温暖化防止対策として、生ごみの堆肥化など、自然還元は気候変動防止対策

として重要課題である。あわせて、クリーンヒル宝満でのコークス助燃材（燃費削減）の

削減につながる。特に、家庭系生ごみの約８割は水分で、生ごみ焼却は水分蒸発と同時で

ある。 

 詳細は別添資料参照。 

 別添資料につきましては、当初配付いたしましたものに付け加えまして、資料２として

お手元のほうに配付をさせていただいております。 

 陳情者、筑紫野市二日市西三丁目５－25、近藤紘之。 

 以上でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 次に、本陳情内容に関する現状を執行部より説明をお願いした
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いと思います。 

 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 現状といたしまして、生ごみの堆肥化についてでございます

けれども、クリーンヒル宝満のほうに確認といいましょうか。ちょっと図面を示させても

らってよろしいでしょうか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） はい。 

○環境課長（八尋優一君） クリーンヒル宝満のごみ収集の後の焼却の流れでございます。

パッカー車で回収してきたごみをごみピットの中に入れまして、この中で攪拌するという

ことです。袋に入ってたりするのを攪拌している状態です。それを上げまして、ここのホ

ッパ、ここでごみを入れるのと、こちらにコークス、助燃剤を入れて、この縦型の炉の中

に入れていくということで、この縦型の炉の中で溶融、焼却じゃなくて溶融ですね、溶か

してしまうという状態をつくられております。下のほうで燃やして、熱気が上がってきて、

こちらのほうで発電等々を行うというところなんですけれども、ここの中での話を私たち

も現状聞いてきまして、今の縦型の炉のところなんですが、ごみとコークス、助燃剤あた

りを入れまして、下のほうのここの部分で燃やします。ここは1,600度あるということだ

そうです。1,600度あって、その熱が上がっていくこの辺りが850度ということですので、

ある程度水分を含んでいても、落としてしまうと、もう水分はほとんど一瞬で飛んでしま

うという状態らしいです。そして、ここの排ガスで流れていくということなんですけれど

も、実際にここの水が影響するかというところの話を聞きますと、フライパンの上で水を

ちょっとこうしたら、ちゅっとなってしまうような状態で、実際に温度が下がったりだと

かというのはないということで、水分の影響はほとんどないということを聞いております。 

 この新しい炉じゃなくて昔の炉だったら、ベチャベチャのやつ等、やっぱり助燃剤を入

れないと燃えつかないし、温度が低かったということでございますので、実際にこの助燃

剤を使うところの分は、ここの1,600度を保つために必要なんだというところを聞いてお

ります。 

 今の現状といたしまして、確かにごみ分別というところで以前も提案があったりとかし

ておりましたけれども、ごみ分別して収集するという作業に関しましては、市民から分別

していただく。やっぱり臭いの問題だったりだとか、回収の問題だったりだとかという、

越えなければならない課題が多々あるようですので、今現在では分別での回収等々は考え

てないところでございます。今の現状でございます。 

 簡単ですけど、説明とさせていただきます。 
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○委員長（宮﨑吉弘君） ありがとうございました。それでは、陳情・要望等第15号につ

いて意見のある方は、挙手の上、発言をお願いします。 

 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） 今の課長の説明ですけれども、少なくともクリーンヒル豊満で

のごみ焼却に関して、生ごみに起因する水分は影響ないというのが宝満の正式な見解だと

いうふうに受け取っていいんですかね。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 私どもも宝満のほうに確認して、そのように回答いただいて

いるので、そう理解されて構わないと思います。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） クリーンヒル宝満のホームページの中に、水分は切って出しま

しょうというのがずっと載っているんですけど、それはどんなふうに理解したらいいんで

すか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） やはり水分となりますと、重さにもなりますし、処分のとき

の、どうしても重さで量って出していますものですから、ごみ減量となってくると、やは

りこの陳情のとおりに、生ごみの中に入っているごみというやつは80％が水ですよという

ところもあります。ごみ減量の観点からいくと、体積というところよりも重さで量ってい

っておりますものですから、やはり水というのは、全く影響がないかというとやっぱりそ

うでもないし、ごみの減量からいくと、その重さを軽くするという意味では、水分は切っ

て出してくださいというところは、私たち環境課もそうですけども、１回絞って出しまし

ょうねって、水切りましょうねということと同じように、それもごみ減量につながると考

えておりますので、クリーンヒル宝満のホームページあたりも水を切って出しましょうと

いうところはあるかと思います。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） すると、生ごみを堆肥化するまではないけれども、一応持ち込

まれる家庭ごみの中から水分を減らしましょうというのは環境課の方針だと。市民の皆さ

んにもそういうふうにお伝えしたいというところで。 

 じゃあ具体的に、今、宝満に持ち込まれているごみの中の生ごみの比率。いつも調査し

ていますよね、ごみの組成比率みたいな。その辺で、生ごみの比率は今どれぐらいなのか

というのが分かれば。後からでもいいです。 
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○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） その資料は後からお渡しさせていただきたいと思います。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ほかにありますか。 

 田中委員。 

○委員（田中 允君） 分別という意味で、堆肥のこととか書いてあるから併せて言うけ

ど、今までコンポストやらグリーンのあったよな。あれはこの頃ホームセンターに行って

も見かけんな、あんまり。要するに、あれ、補助やら出しよったやない。ああ、コンポス

ト知らん。裏庭やらに生ごみを堆肥にして回収しようというような話が来とったわけやな。

それから、燃えやすいようにということで、ベランダで乾燥させて出そうとかいう話があ

ったやん、一時。あれもう全然言わんけど、どうなってるかな。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） まず、緑色のコンポスト、このくらいのポリ容器を逆さまに

したようなものなんですけども、今も売ってはおります。ホームセンターで大々的にとい

うのはちょっとないかもしれませんけれども、今でも。そういったものを置けるところは

大体限られてきていますものですから、農業やっているところにはパンフレットが回って、

どうですかということで来てはおりますけれども。 

 また、段ボールでつくるコンポスト、今おっしゃっていただいたテラスとかに置いて、

自分たちで分別してやったらという分ですけども、段ボールコンポストの講座を年に４回

ほど開きながら、環境課のほうで出前講座といいましょうか、講座を聞かせていただいて、

市民のほうに伝えているところでございます。先月の環境フェアのほうでもさせていただ

いて、やはり利用される方たちも、よかったと言われたりしているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 横尾委員。 

○委員（横尾秋洋君） 今、課長の説明の中で、分別の回収はあまり必要ないとかいうよ

うな発言だったろうと思うんやけど、間違いないですかね。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 必要ないといいましょうか、難しいといいましょうか、課題

があるというところで発言、ここで説明したときの分ですよね。必要ないということじゃ

ないんですけれども、分別がちょっと課題があるものですから、できていないといいまし

ょうか、考えていないというところでございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 横尾委員。 
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○委員（横尾秋洋君） その分別というのはどういう分別を指して言っているの。例えば、

生ごみとか庭の落ち葉とか、そんなのいろいろあるでしょう。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 申し訳ございません。ちょっと言葉足らずの説明で申し訳な

かったんですけれども、分別というところ、今、緑色の袋に一般ごみに入れますよね。そ

の中に、こういった紙であったりだとか、プラスチックのものであったりだとか、生ごみ

も、キッチンの中取って、出す前にこう入れて出すような感じですので、生ごみだけを、

ビニールも何も入れず、生ごみだけを分別するというのはちょっと考えてないというとこ

ろですね。今の課題もありますものですから。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ほかありますか。ほかに意見ありませんね。 

 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） 執行部に対する質疑はもうないんですけれども、この陳情され

た方の本意というか、本当の意味の陳情の中身は、やはり自然還元する、温暖化防止対策

として、生ごみの堆肥化というのは一つの方法であって、自然に返すようなことを考えた

らどうかということで私は受け止めました。 

 焼却については、確かに今、水分が邪魔するということは既にない施設なんだと。だけ

ど、生ごみというものを資源化するとか、もっと大事にすることが必要なんじゃないかと

いう意味では、市民の御提案としては受け止めて、これをさらにこの委員会の中で考える

べきではないかなというふうに思わせていただきました。 

 これは意見です。 

○委員長（宮﨑吉弘君） いいですね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、出尽くしたようですので、これで打ち切ります。 

 皆様にお諮りします。陳情・要望等第15号につきましては、これをもって周知すること

としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 御異議なしと認めます。 

 ただいま周知されました陳情につきましては、今後の議案審査また所管事務調査の参考

とされますようお願いいたします。 

 以上をもちまして、陳情・要望等第15号の件を終わります。 

 それでは、引き続き、今度は所管事務報告を行いたいと思います。 
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 所管事務報告の水質調査の結果について（平等寺地区）を執行部から説明をお願いしま

す。 

 課長。 

○環境課長（八尋優一君） それでは、お手元の資料で報告させていただきます。 

 まず、資料１と書いておるものでございます。水質調査等の結果について（平等寺地区）

と表紙に書かせていただいております。 

 今回の水質検査の調査結果につきまして、令和５年７月から令和５年９月までの調査結

果を御報告させていただきます。 

 まず、資料をお開きいただいて、４ページをお開きいただきたいと思います。 

 それまでの分に関しましては、前回御報告させていただいたとおりでございますが、４

ページの上段、７月21日、それと中段が８月４日、下段が９月８日の３回、検査をさせて

いただいております。その中で高かったのが全マンガンの部分が若干高かったところと、

ウランが微量ながら出ているというところがＳｔ－12、それも３日とも同じような結果が

出ているところでございます。若干見にくうございますが、太字になっているかと思いま

す。４ページの上の。（「濃くなってます」と呼ぶ者あり）はい。全マンガンのところと

ウランのところが若干高くなっているというところですね。 

 前回の９月の委員会の中でも、マンガンが高くなるのは雨が降ってからかなというとこ

ろの分をお尋ねになられてあったのは記憶していますが、事務局レベルの県との話でさせ

ていただいたところ、原因は何か考えられるかを聞きました。そうしたところ、マンガン

の化合物というのが酸性に対する影響を受けやすいということで、酸化したものが出てき

ているので、雨が多い少ないというよりも酸性雨に近いようなものが、何か酸性に影響が

あったのだろうという部分の回答を得ております。ですので、酸性のものを何か外的とい

いましょうか、要因が発生したものと考えられますので、それで高かったりとか少なかっ

たりという状態が出てきているよということを回答でいただいております。 

 それと、ウランにつきましては、やはり同じ自然界で出ているというところの影響だろ

うということで、これがなくなるのかという分で私たちもお聞きしましたところ、自然界

にあるものはなくなることがないよというところで、やはりこの部分に関しましても、雨

の降り方とか流れ方、もしくは土壌中に含まれているものの出方によって上下限が出てく

る分は回答いただいたところでございます。ウランがなくなるということはその地層がな

くなるということですので、とんでもないことになりますよという状態です。その山がな

くなってしまうとかというような状態だということですので、自然由来ということはずっ
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と出てくるよということはおっしゃってありました。 

 そして、また続きます。５ページのほうに関しましては、こちらは年に２回の分で、今

回は前回御説明させていただいて５月の分でしたので、これは割愛させていただきます。 

 ６ページ目でございます。こちらが福岡県の水質調査等の結果について御説明申し上げ

ます。 

 ７ページは水質調査の地点を書いております。ブルーで表記させてもらっております。 

 そして、８ページ、こちらのほうがガスのモニタリングをしているところでございます。 

 結果でございます。９ページです。こちらがＣＯＤ、産興の場内のところでございます

が、年々下がってきて基準値を下回っているという状態が見てとれると思います。 

 それから10ページ、こちらのほうは、同じくＣＯＤの場外のほうで取ったところでござ

いますが、こちらのほうも年々減少傾向になっているところでございます。 

 11ページ、ＢＯＤ、生物の化学的酸素要求量でございます。こちらのほうは上がったり

下がったりというところでございますが、直近のほうでいきますと基準値を下回っている

という状況でございます。 

 次の場外の分ですね、12ページのほうが二つございます。20のところで赤点線がござい

ます。こちらのほうが安定型処分場の浸透水の廃止基準で、20㎎/ℓ以下というところの分

の基準でございます。それから、下のほうの点線、左側の目盛のところの０と10の間のと

ころに点線がございますが、こちらが生活環境の保全に関する環境基準（河川Ｂ類型の場

合）の部分でございます。３㎎/ℓ以下というところですけれども、若干超えてたりだとか

というところがありますが、こちらに関しましては後でまた説明いたしますが、硝化反応

を押さえたところでよりますと、基準の中にほぼ入ってきているという状態で、やはりこ

ちらのほうも年々下がってきているという状態でございます。 

 それから、次の13ページも同じく、ＢＯＤの場内、Ｓ－４のところの分でございます。

こちらのほうも直近ではもう基準以下になっているというところでございます。 

 14ページ、同じく産興の場外、ＢＯＤの分でございます。こちらのほうも基準以下に直

近ではなってきているというところでございます。 

 最後、15ページでございます。硫化水素の分でございますが、こちらのほうはほぼ検出

しないような状態のグラフで見てとれるかと思います。 

 先ほどＢＯＤに関するところでございますが、16ページ以降は詳細な数値の資料になっ

ておりますけれども、真ん中のＢＯＤ、こちらのほうの、普通、括弧に区切ってないとこ

ろの分に関してはそのままの数字で取っていただいて構いませんが、どうしてもこちらの
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ＢＯＤ、酸素要求量が高すぎたりだとか、要因が有機物の分解であったりだとか、硝化反

応があったりしますので、そういった分解を阻害するものを取り除いた結果、括弧内の中

で推移しているというところで、以降の17ページ、18ページもそういった形でなっている

ところでございます。 

 最後に、20ページでございます。受託廃棄物の残量ですけれども、こちらのほうは昨年

の12月からは動いておりません。今年の最新の分は今、今月行われるような状態ですので、

また３月の委員会のときに報告をさせていただきたいと思います。 

 以上、早口でしたけれども、説明とさせていただきます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ただいま執行部から報告を受けましたが、質疑のある方ありま

せんか。 

 田中委員。 

○委員（田中 允君） もう結局、数字が多くても、ほとんど人体に影響ありませんよと

いうことで、きちっとそこら辺の安全を保障してください。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 今の現状では人体に影響するようなことはないということで

見解いただいております。 

 以上でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ほかありませんか。 

 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） 確認なんですけど、３ページのところで、全マンガンが雨だと

何で増えるのかというところで、酸性に傾いているからって言われたんですけど、実際、

酸性に傾いているからそういうふうにね。酸性雨、酸性に傾いているということなんだけ

ど、実際にここで今、検査のときの表で見ると、例えば、全マンガンが増えてきている、

今月、直近で言えば、９月８日の0.72というのは、基準の0.2から見たら３倍ちょっとあ

るわけですよね。３倍ちょっとというよりも、どっちかというと４倍に近いんだけれども、

ペーハーを見ると8.0なんですよね。だから、酸性に傾いているから出てくる、こういう

ふうに出てくるというふうにはとても思えないような気がするんですけれども。県の説明

が科学的な根拠に基づいているのかどうかというのはちょっと分からないんです。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 申し訳ございません。私の説明が悪かったようでございます。

酸性に傾いているというところではなく、酸性雨とかが要因でということでの話でござい
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まして、マンガンが溶け出てくる要因というのは、ペーハーとか酸化還元の電位などの環

境の条件で変わってくるところでございます。マンガンの濃度とかいいますと、水質が酸

性側に偏ったときに出やすくなったりだとか、土壌に付着しているマンガンが鉄と置き換

わったことが要因で、一要因として出たんじゃないかなというところで考察されるという

ことですので、ずっとそこが酸性に傾いているとかじゃなくて、酸性に寄った雨といいま

しょうか、酸性の強い雨、酸性雨というんでしょうか、そういったものが降ったときに置

き換わって出てきたんじゃないかなというところが言われております。 

 これはちょっとあれだったんですけれども、酸素が非常に少ない地下水に溶けているよ

うな場合は、空気に触れた時点で酸化して出てくるということも考えられますよというこ

とをおっしゃってありました。 

 すいません、私のほうの説明が悪かったようです。以上です。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 副委員長。 

○副委員長（段下季一郎君） 以前から何度か質疑で出ていると思うんですけど、ウラン

が出てくるというのは、やはり筑紫野市は二日市温泉があって、二日市温泉って放射能泉

ですよね。だから、ウランが崩壊するときの熱であったまって温泉が出てくるということ

で。そうしたらこのウランというのは、要はそこの水質調査しているところ以外でも、こ

れぐらいの数値が出てくるところってあるということで理解していいんでしょうか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） どこでも出るかというと分かりませんけれども、花崗岩のほ

うが含まれているのが多いということを聞いております。ですので、そういったところが

多いところでは市内まだ出るところもある可能性も考えられるかと思います。確かにウラ

ンの出る地質で言ったら、全国でも北海道であったりだとか、九州も出てくるような状態

というのが論文あたりにも書いてありますけれども、地質によっては出やすいところには

当てはまっている状態ではあるということは示されているみたいです。 

 以上です。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） さっきの続きですけど、この処分場のところに局地的に酸性雨

が降ったとかいう記録があるのかどうか。でないと、なぜここで全マンガンが、最近です

よ。ここ四、五年ですけど、どんどん数値が上がっていっているわけですよ。何でここに

限ってこんなふうにマンガンが溶け出てくるのか。今の説明でも、空気中の鉄と置き換わ

ってとかいうのは、化合物だからそうあるかも分からないけれども、その前提なのが、酸
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性になったときということであれば、雨が影響しているのであれば、そこの酸性雨が降っ

た記録とか、そういうのがあるのであればその説明が納得できるんですけど、今のところ、

あの辺りで酸性雨が降っているというふうなことをあまり聞いたことはない。そういうデ

ータもないんだろうけれども、その辺まで確かめないと、その説明が本当にそうなのか。

もっと違う理由でマンガンが溶け出てきているんじゃないかなということをずっとずっと

思っているわけですよ。過去からずっと、もう20年近くあの処分場を見てきていると、経

年でだんだんだんだん溶け出てくるものが増えるんだよと言われているので、それがだん

だん増えてきているのかなというところでは、酸性のものが影響しているのであれば、そ

れを防ぐようなことも考えないといけないですよね。今のまま、酸性雨が降ったら出てく

るんです。じゃあ、雨が降ったら出てくる、それだけで受け止めていいのかどうかという

のが分からない。この増えてきているという事実に対してどういうことを考えなければい

けないのかということが説明では全然分からないんですよね。 

 それが一つと、ＣＯＤももちろんそうなんですけど、ＢＯＤのところですよ。例えば12

ページのところ。これ、Ｓｔ－11というのは、処分場の場内の水処理が直接場外に出てく

る場所なんですよね。ここで、今の処分場の中の水質が全部一旦ためられたところで、場

外に出ていると。ここの吹き出しみたいなところの安定型処分場の浸透水の廃止基準20ミ

リというのは、あくまでも場内の基準。外に出た瞬間には、どちらかというと、一番下に

ある、ここは山の中の一番最上流域にある川としては、河川Ｂ型の３㎎/ℓ以下というのが

基準だと考えて相当なんです。最上流域の河川はこれぐらいの値がいいんですよというこ

とを言われているのに、そうじゃなくて、あくまでもこの線を引いている、20のところで

線を引っ張られて、いや、20はたまたま出ていますみたいなところだけど、平成26年ぐら

いからしょっちゅう出てきているわけですよね。だんだんだんだん出てきている度合いが

多くなってきている。 

 ということは、何らか、あの処分場の中から出てきているわけですよ。この基準の読み

方というところで、説明が20ミリを使ってここで説明するのはやめていただきたい。場外

に関しては。場外に関しては、この下の点線のほうで説明しないといけない。そうしたら

大幅な出方をしているわけですよ。平成26年から。その辺を説明できるような、納得でき

るような説明をしていただかないと、なかなか分からない。いつも基準が場内と場外とご

っちゃになって説明されているのがちょっとよくないんじゃないかなと思っています。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 申し訳ございません。説明が確かに悪かったのかもしれませ
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ん。 

 全マンガンについてですけれども、こちらのマンガン、自然由来とは確定はしておりま

せん。確かに産廃の分で埋まったりだとかしておりますので、何に原因があるかというと

ころもありましょうけれども、ただ、マンガンの振れ幅が出てくるよというところの分で

私が説明したものですから誤解を招いたかもしれませんが、酸性に偏った雨が降って、そ

ういったマンガンが出てきたよという説明をさせていただいたところでございます。本当

に自然由来かどうかというと、これの部分に関しましては、広範囲に水質調査が必要にな

ってきますので、それは困難なことで、自然由来かどうかという証明はちょっと難しいだ

ろうというところでございます。 

 また、先ほどのＢＯＤのところなんですけど、ＢＯＤのところで上がっている、グラフ

上では上がっているような状態。で、先ほど言いましたＳｔ－11でいきますと、17ページ

を見ていただいたほうがよろしいですか。17ページのＳｔ－11で、ＢＯＤが12㎎/ℓという

ところでございます。こちらのほうが、有機物の分解でできているのか、アンモニア有機

体窒素の硝化によってのものなのかということで、分からないところですけれども、その

分の人や動植物に起因するものでの分解を抑えて出したところ、括弧内に書いております

2.5になりますよというところで硝化反応をされて確認したところ、2.5になりますよとい

うところで、点線の、先ほどありました基準の３ですね。河川Ｂ類型の場合の３まで行っ

てないよというところの部分で行っているという説明でございました。私のほうがちょっ

と説明が下手なものですから、なかなかうまく伝わらなかったかなと思いますけれども、

そういった状態が続いております。ですので、括弧の中が実際でのＢＯＤの検出だという

ところでいっていただければなというところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） しばらく休憩します。 

──────・──────・────── 

休憩 午後２時55分 

再開 午後３時03分 

──────・──────・────── 

○委員長（宮﨑吉弘君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 課長。 

○環境課長（八尋優一君） こちらのグラフの関係でございますが、硝化反応等もありま

すので、県のほうへまた要望といいましょうか、打ち合わせながら、硝化反応の入ったも
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のとを抜いたものと両方を表記できないかという相談をさせていただきながら進めていき

たいと思います。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ほかに。 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） 受託廃棄物のことですけど、先ほどの近藤さんが作られた資料

の後ろのほうの産興に係る今後の課題みたいなところに受託廃棄物のことが書かれている

んですよ。これは情報として、私たちも不手際があったのかなと思うんですけど、ここし

ばらくの間でかなり量が減っていると。この報告にあるものが、現況であればあとどれぐ

らいで片づくのかということが、もうちょっと市民の方にお示しできるような数字で出し

ていただけたらいいかなと思います。20ページです。 

○委員（田中 允君） 残っとる分やろう。 

○委員（ 本美惠子君） そう。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） これは昨年のものですので、また今年、新しく12月の分が調

査されて報告されたら、また変えますけれども、引き続き、一日でも早く撤去していただ

くように県のほうにも要望し続けてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（宮﨑吉弘君） いいですか。 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） 当初、産興から受託廃棄物が搬出されてない一番最初の状況か

ら見て、今は大体どれぐらいになっているか。これだけのうちの約８割ぐらいはなくなっ

たんだ、あと２割ぐらい残っていますというふうな、具体的というか、分かりやすい、ざ

っくりとした数字で言っていただけたらいいのかなと思うんですけど。 

○委員長（宮﨑吉弘君） しばらく休憩します。 

──────・──────・────── 

休憩 午後３時05分 

再開 午後３時06分 

──────・──────・────── 

○委員長（宮﨑吉弘君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 12月に最新の情報を得て、またそれを精査して、３月に改め

て報告させていただきたいと思います。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ほかに質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 質疑を打ち切ります。ありがとうございました。 

 それでは引き続き、所管事務報告、災害廃棄物処理計画について、執行部より説明をお

願いします。 

 課長。 

○環境課長（八尋優一君） それでは、御説明させていただきます。資料２と書いており

ますものにホッチキス留めの冊子版でカラー刷りのものがあるかと思いますが、現在、筑

紫野市災害廃棄物処理計画の素案をつくっているところでございます。こちらに関しまし

て御報告させていただきます。 

 まず、この筑紫野市災害廃棄物の処理計画というものでございますが、冊子を開いてい

ただきますと、２編に分けてつくっております。第１編が総則、２編が災害廃棄物処理対

策で、１編の総則の中で基本的事項、それから組織体制、情報収集・連絡、また、４番目

に協力・支援体制、それから５番目に教育訓練・人材育成、２編に災害処理の必要数だっ

たりとか廃棄物の量を地震のときだとか風水害のときということでつくらせていただいて

おります。 

 次のページが廃棄物処理の流れでございます。 

 まず、１ページでございます。基本的にこの計画の策定の背景及び目的といたしまして、

こちらのほうは、平成23年に発生いたしました東日本大震災で大量の災害廃棄物が発生し、

また、その処理に３年を要するなど、被災地域の復旧復興にとって大きな課題となりまし

た。その後も、2015年、平成27年に関東、それから東北豪雨、平成28年、熊本地震など毎

年ように災害に見舞われております。この災害等で発生した分に関しましては、本市にお

きましても平成26年に大きい災害がございました。 

 大きいというのは、全体的な処理に数年かかるような廃棄物でございまして、災害によ

って大量に発生する廃棄物への対応が遅れたら、道路交通の障がいになったり災害復興が

滞ったりしますので、環境省のほうで災害廃棄物の対策指針を策定されまして、福岡県の

ほうで福岡県災害廃棄物処理計画が策定されました。本市といたしましても、こういった

指針等に基づきながら、筑紫野市で起こる大規模災害、地域防災計画にあるような災害を

想定して、災害によって大量に生じる廃棄物を迅速かつ適正に処理するために必要な事項

を定め、市民の生活環境を守り、地域の早期復旧復興に寄与することを目的として策定す

るものでございます。 

 次の２ページでございます。本計画の位置づけを書いておりますが、図示しております
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ように、こちらのほうは、福岡県災害廃棄物処理計画や筑紫野市地域防災計画等との整合

を図りながら、本基本計画を策定するということでございます。 

 災害廃棄物は原則として一般廃棄物であるということで、市内で発生した廃棄物処理に

関しましては本市が担うこととなっております。図面でいきますと、ちょうど中段あたり

から発生災害が発生した後の部分で、それぞれの対策本部から、状況、情報を聞きながら、

下から２行目の福岡県の廃棄物処理計画、そして一番下の筑紫野市の廃棄物処理計画で動

かしていきます。これは、実際に発生したときにどういったことをするんだ、どういった

処理をするんだという基本的なものでございまして、実際に発生した場合には、また、県

等と整合を図りながら、相互に連携しながら、廃棄物処理実行計画による実際の処理に移

っていきます。 

 対象とする災害というところなんですけれども、５ページをお開きください。こちらに

書いておりますけれども、本計画で対象とする災害は、地震、そして、豪雨、洪水等の風

水害ということで、自然災害を対象としております。地震につきましては、福岡県のほう

で想定されます大地震が地震に関する防災アセスメントの調査の分で出ております。震源

地が次の図３のとおりになっておりまして、警固断層に起因するものでございます。 

 もう一つが洪水での浸水想定区域を対象としたもので、こちらはハザードマップで示さ

れておりますＬ２ですね。最大雨量が大きい場合で、時間雨量105ミリ、24時間で926ミリ

の場合における浸水を想定したときの廃棄物の処理計画でございます。 

 ９ページでございます。処理の基本方針といたしまして、まず１点目、衛生的かつ迅速

な処理を行うこと、地震などの災害発生後、災害廃棄物の発生量及び処理可能量を速やか

に推計するとともに、国、県、他の自治体、民間事業者と連携しながら、発災後２年以内

に廃棄物処理を完了することになっています。また、公衆衛生上の支障が生じないよう、

腐敗性廃棄物、有害廃棄物、生活ごみ、避難所ごみ、し尿の処理に優先して取り組んでま

いります。そして２つ目、分別再生利用の推進ということで、災害廃棄物の処分量を削減

するために分別や再利用、再資源化を推進してまいります。 

 ３つ目、環境に配慮した処理ということで、現場周辺等に十分配慮しながら処理を行っ

ていきます。 

 ４番目、当然、作業の安全性も確保して、災害廃棄物における各工程の作業においても

安全活性を確保してやっていきます。 

 12ページ、組織体制と指揮命令系統でございます。こちらは、実際に起きた場合には、

市の災害対策本部の命令に従いながら、各機関と連携、調整してやっていきます。災害廃
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棄物の担当課は環境課となります。 

 飛びますが、18ページでございます。18ページは住民対応でございます。こちらは19ペ

ージの図のほうが見やすいかと思いますが、災害の初動時、それから災害廃棄物の撤去・

処理開始時、そして、処理ラインの確定から本格稼働時とに分けさせていただいておりま

す。発信方法といたしましては、本部のほうから、各自治体の庁舎、それから、公民館、

公共機関、避難所等の掲示板に張り出したり、自治体のホームページ、マスコミ、そうい

ったものを使いながらしっかりと情報発信して、仮置場だったり生活ごみをこういうふう

に収集しますよということも広報してまいりたいと思います。廃棄物の撤去・処理開始時

には、広報車、もしくは回覧板、避難所等での説明を行ったりということで、仮置場への

搬入等の方法も具体的に示して、段階的に情報を発信させていただこうと考えているとこ

ろでございます。 

 次の20ページでございます。協力・支援体制に関しましては、自衛隊、警察、消防との

連携を行ってまいりたいと思います。また、市町村、都道府県との協定による協力体制も

できております。一般廃棄物処理に関する協力協定ということで、広域に各自治体と結ば

させていただいております。21ページに、その内容や協定先を載せさせていただいており

ます。22ページには、各事業所や組合、協会などをお示しさせていただいております。 

 21ページからは、避難所などの仮設トイレの必要数だったり、避難所でのごみの想定…

…。ああ、24ページから。すいません、24ページからは、そういった避難者数の想定、そ

れからそれに必要な仮設トイレ等々を記載させていただいているところでございます。 

 27ページからは避難所で出るごみの推計あたりも書かせていただいております。 

 こちらの分が地震によるものでございます。 

 そして、34ページには風水害による被害の推計を書かせていただいております。床上浸

水だったり床下浸水、全壊・半壊といったところでの災害廃棄物の発生量等の推計や種類

あたりを掲載させていただいております。 

 飛びますけれども、収集体制でございます。49ページです。49ページからは被災現場か

ら収集、運搬ということでございます。 

 発災直後の収集運搬は道路の確保が重要であることから、道路の陥没、それから土砂崩

れ、河川の氾濫、舗装の破壊・散乱で通行に障がいなどがあるかもしれません。そういっ

たものを速やかに解消しながら、生活圏から仮置場へのルートを確保するということでご

ざいます。その流れを49ページの下のほうに書かせていただいております。 

 次に50ページ、候補地の選定でございます。仮置場の選定でございますけれども、候補
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地は市有地などを考えています。オープンスペースのうち一定の面積のものを対象として、

発災後は被災状況――実際にどういった被害が起きているか、市内でどういったところで

どういったことが起きているかという情報を聞いて、その状況、また、ほかの用途ですね、

仮設住宅だったりだとかの用途と調整しながら仮置場を設定して、市民に「そちらのほう

に搬入をお願いします」という情報を発信させていただきたいと考えております。 

 あとは、イメージ的に52ページ、53ページに書いております仮置場に関しましては、危

険物があったりだとか再利用の分とかありますので、ガラス類、コンクリート、角材、陶

器などに分別しながら、53ページにあるような受入れできる仮設の場所をつくっていこう

ということでございます、大々的にないときには、県、近隣にも協力を得ながらその場所

を確保していきます。 

 このように計画をしております。 

 簡単ですが基本計画に関しましては以上でございまして、今後のスケジュールといたし

ましては、資料を１枚めくっていただくと策定スケジュールをつけております。今、環境

審議会で１回目の指摘事項あたりの修正を行いまして、年が明けてからパブリック・コメ

ントを募集し、２月に公表、２月にもう一度、環境審議会を経まして、３月にまたこの常

任委員会にて報告させていただこうと考えているところでございます。 

 以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ただいま執行部から報告を受けましたが、質疑のある方はあり

ますか。 

 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） 確認ですけど、９ページの処理の基本方針のところで、発災後

２年以内に処理を完了できるようとあります。そして、52ページの算定式の話では、１年

程度で集めて３年程度で全ての処理を終えると書いてあって、これはどう読めばいいです

か。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 基準には算定式がこれしかなかったものですから、３年での

計算式ということになっておりますが、実際には基本計画にありますように２年以内に処

分できればという計画で、迅速に動きたいということでございます。あくまでも52ページ

のほうは、算定式自体がこれしかないものですから。申し訳ございません。１年程度で収

集して、その後、また重ねながらやっていく形なります。また修正等が必要な場合は変え

させていただきたいと思います。対応していきたいと思います。 
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○委員長（宮﨑吉弘君） 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） 算定式というのは、この基本方針を決めるためにつくった数字

というか、こういう順番でこういうふうに処理しますということを出すための算定式で、

そこでは３年程度でということで、発災後２年以内に結局はするんですと。ちょっとずれ

ていくような気がして、最初から発災後３年以内に処理を完了できるようにとしたほうが

整合するんじゃないかなと思います。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 御指摘のとおりで、ちょっとこの辺はまた確認して整合がと

れるように修正をかけていきたいと思います。最終的には３月に報告させていただきます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。 

○委員（田中 允君） 計画やけん、どのような形に審議会にかかって変わっていくか分

かりませんので。ただ、予算です。金はどこから出るんですか。国からの補助金とか。要

するにこれだけの対策をしたら相当経費が必要だと思うんですけど、その金の出どころは

どこですか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 基本的には一般廃棄物という形になりますので、処理責任は

本市にあって市が費用を負担します。ただ、災害の状況によって補助とかそういったのが

ありますので、その時々によって変わるかと思います。基本的には市が負担ということで

す。 

○委員（田中 允君） 個人の負担は。 

○環境課長（八尋優一君） 個人の負担はございません。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） 質問じゃないんですけど、先日、防災に関するというか、災害

に関する会派で受けた講座の中での話と、それと人吉市にちょっと研修に行かせていただ

いて、そのときの話なんですけど、ごみ置場に市民が行く時間をできるだけ少なくするた

めにルートづくりがすごく大事だという話をされていました。この計画では基本的にはご

みを置く場所は１か所を想定しているのか、あるいは筑紫野みたいに、広くて山家も山口

も御笠もあるというところはどこに……。例えばそれが原田のあたりにというと、御笠か

らすごく遠い、二日市からも遠いとかね。そういうふうに、どれぐらいの場所を……。 

 市内全域の市民の人が持って行きやすい場所、これは３つ考え方ありますよね。一次、

二次、市民が持って行かれる場所と。それをどんなふうに考えるのか。市民が行きやすい
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ごみ処理場であり、そして行きやすい搬入ルートをつくることが大事なんじゃないかなと

いうことと、もう一つは、人吉は市長の絶対命令みたいな災害ごみ処理をやって、分別し

たごみでないと受け入れないというのを徹底されたということで、期間も短く、費用も少

なく抑えることができたというお話がありました。市民の皆さんに、例えば、今レイアウ

トがちょっと出てきたと思うんですけど、仮置場のレイアウトをこういうふうに順番に回

るとか、あるいは、ファストレーンという、単品だったら、しゅっと行って、しゅっと渡

して、すっと帰れるようなルートをつくったという。分別して持ち込むこととファストレ

ーン、早く済みますよというレーンをわざわざつくってあったと聞いたんですよね。 

 そういう考え方がどこかに書いてあるかなと思ったんですけど、考え方として、そうい

う今まで被災されてごみ処理をしたところからのお話で、これは使えるなというものをど

こからか獲得したということはないんですか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 今おっしゃっていただきましたけれども、これ自体が基本計

画のものですから、今ここの場所でここのところに持っていきますよとかいう仮置場とい

うのは想定できておりません。実際に２ページ見ていただくと分かるかと思いますけれど

も、災害が発生したときにどのような状況で、どのような地域で災害が起きているか、そ

れに近い仮置場となる広いところはどこにあるか、また、その地域の中に実際に荷物を持

っていけるような道具があるのか、もしくは車があるのかというのも地域によって条件が

変わります。そういったところは、実際に災害が発生したときに、近くの場所がいいね、

どういうふうに持っていきましょうということをお知らせしていくような計画をつくりま

す。これはあくまでも基本的なものですから、実際に個別の小さなところに持っていく、

遠くに持っていく、どこを選定するということについては、発災後、実際にその土地に近

いところと。正直言って、筑紫野市内全部が被災して、どこにも持っていきようがないと

いうことになれば、市外にお願いしたり、県のほうに広域連携をお願いする可能性もあり

ます。そういったことでいきますと、実行計画の中で策定していく部分だと思われます。 

 今おっしゃっていただきました人吉の例に関しましても、実行計画をつくるときに、ど

ういったやり方がいいねというところを参考にさせていただきたいと思います。ただ、こ

ちらに関しましては、県から策定のガイドラインが来ておりますから、それを基につくら

せていただいているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。 
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○委員（田中 允君） パブリック・コメントはやっぱりコミュニティー単位で行う予定

ですか。どんな形でパブリック・コメントを行うことにしていますか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） これは市内全域のほうに。ホームページも載せますし、コミ

ュニティーにも置かせていただいて、全域で取らせていただこうと考えているところでご

ざいます。 

○委員（田中 允君） 地域交通のあれについてはコミュニティー単位でそういう意見や

要望などを受けてきたわけです。これあたりも、各コミュニティーの安全安心部会とか、

筑紫野南コミセンでいえば安全安心部会とかあるわけです。そのような形でどこかにコメ

ントを求めていくのかね。一般にぽっと出してもなかなか意見を出しにくいとところもあ

るので、その両方でいったらどうかなと思ってね。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 今のところは全体でということですけども、機会があったら

パブリック・コメント以外にもまた話しながら、計画の見直しのときにでもまたそういっ

た分、また、実際に選定していくときにも、地域のお力といいましょうか、御理解が必要

なところがございますので、そのときはまたそういった機会を設けさせていただきたいと

考えます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ほかにありますか。副委員長。最後にします。 

○副委員長（段下季一郎君） 何点か読んでいて気になったところがあったんですけども。 

 まず、25ページの仮設トイレを保有するレンタル業者とかとの協定です。ほかの下のと

ころとかは全部どこの会社と書いてあるんですけど、これはどこと協定を結んだのかとか

が……。まだこれは今からということなんですか。それがまず１つ目です。 

 次が、50ページの一番下です。候補地のことを今、何か所かって 本委員が言われて、

それはどこが発生するかで違うというのは私も事前に説明を受けていたんですけれども、

この50ページの一番下を見ると、舗装されてない敷地ではぬかるみで作業効率が落ちる、

事前に砂利を敷いたりアスファルト舗装するなど対策を取りますと書いてあります。それ

も今後、予算化される見込みなのかというのが２点目です。 

 ３点目が54ページの仮設焼却炉で、これは、クリーンヒル宝満で一般廃棄物は大体処理

するので、そのように処理していくということだと思いますけど、仮設焼却炉を使わない

といけないというのは、それが被災して使えないとか処理能力を超えている場合に仮設焼

却炉を使っていくということですか。そうだったら、そういうことも今後、どこかと仮設
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焼却の設定とかについて協定を結んでいくのかということですね。 

 最後に、63ページのＰＲＴＲ届出事業所は、有害性のある多種多様な化学物質が置いて

ある事業所を届け出るという制度みたいで、次の64ページに主たる業種ということで届出

物質がいろいろ書いてあると思いますけど、具体的にどういう物質が問題になっているの

かが分からないといいますか、それがちょっと気になったので、それが次の質問です。 

 それぐらいですかね。ああ、最後に75ページです。75ページの集積する前の土壌の採取

とか水質調査とかも、今後、計画して予定していくのかというのが最後の質問です。 

 以上です。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） まず、仮設トイレですけれども、こちらに関しましては仮設

トイレの必要数でございますので、まずもって協定を結んでということについては協力事

業者だったりということがあります。お持ちだったら先に寄せていただいたりとか、足り

ない分に関しましては、広域協定を結んでいますので、他自治体であったりとか県を通じ

て必要数を確保するということで、事前に協定結んで、そこからということは考えており

ません。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。 

○委員（田中 允君） それは実施要綱やらを改めてつくるはずやろう。実施要綱にそれ

を盛り込むわけやろう。これはまだ基本計画で実施計画があるわけでしょう。その中でや

っていかないと。今はまだ基本計画だから。実施計画の中で意見を述べていかんと、そこ

まで言ったら……。 

○委員長（宮﨑吉弘君） しばらく休憩します。 

──────・──────・────── 

休憩 午後３時35分 

再開 午後３時35分 

──────・──────・────── 

○委員長（宮﨑吉弘君） 会議を再開します。 

 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 先ほどの御質問に関しましては、発災後、災害廃棄物の処理

実行計画のほうでお示しさせていただきます。 

 以上でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） では、質疑を打ち切ります。ありがとうございました。 
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 しばらく休憩します。45分から再開します。 

──────・──────・────── 

休憩 午後３時36分 

再開 午後３時43分 

──────・──────・────── 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、時間はあれですけども、会議を再開します。 

 今度は、所管事務調査ゼロカーボンシティ宣言、来年度の脱炭素先行地域募集に向けて

計画提案の検討状況について、説明のほうをお願いします。 

 課長。 

○環境課長（八尋優一君） それでは、御説明申し上げます。所管事務調査資料を開いて

いただきまして、資料１でございます。ゼロカーボンシティ宣言、来年度の脱炭素先行地

域募集に向けて計画提案の検討状況についてというところでございます。 

 その表紙をまためくっていただきますと、カラーでつけております、地域脱炭素ロード

マップ対策・施策の全体像というところでございます。これは、お読み取りいただきたい

と思いますが、全国で100か所の脱炭素先行地域をつくるというところでございます。こ

ちらのほうの募集に関しましては、共同提案者といたしまして、民間事業者等との共同提

案を必須とするというところが条件になったりとかしておりますので、実際には、手をと

いうか先行地域として応募できるような状態では、今のところはないというところであり

ます。 

 続きまして、自治体の二酸化炭素の排出量カルテを５枚ほどつけさせていただいており

ます。この中で、目次の部分を外させていただきまして、Ａ３の２枚目、二酸化炭素排出

量の傾向と把握というところでございます。 

 円グラフが左側にございますが、真ん中の部分、平成25年度が基準年で、３番目の一番

下の部分が令和２年度でございます。この中で産業分野、業務その他の部門、家庭部門、

運輸部門という形で書かれております。それぞれが二酸化炭素排出量でございます。基準

年が121万7,000トンの二酸化炭素、令和２年度は74万1,000トンの二酸化炭素の排出量と

なっております。こういった分を参考といたしまして、来年度、環境基本計画のほうの見

直しを行いながら、筑紫野市としては何が有益なものなのか、どの部分に関して脱炭素に

向けた社会ができるのかというところをこういったカルテを参考にしながら進めさせてい

ただこうと考えているところでございます。 

 それから、これの最後のほうにも書いてありますが、Ａ３の一番最後、地方公共団体に
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おけます再生可能エネルギーの導入ポテンシャルの把握ということで、これは筑紫野市の

分をつけさせていただいております。太陽光発電だったり陸上風力、水力というところの

部分が示されておりますが、これはあくまでも面積に対する国の、使えるかどうかは別に

して、入れられるんじゃなかろうかという数値が入れられております。そういったものも、

環境基本計画の中で参考にしながら、筑紫野市で何が脱炭素社会に向けた動きになるか、

有意になるか、そういったところを計画の中で、必要なところで検討してまいりたいとい

うところでございます。 

 すいません、簡単ですが、以上、説明とさせていただきます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ただいま執行部から報告を受けましたが、質疑のある方。あり

ますか。 

 前田委員。 

○委員（前田倫宏君） 先日も建設環境常任委員会のほうで視察に行ってまいりましたけ

れども、筑紫野市内における森林で、この二酸化炭素の排出できるパーセンテージとかが

分かっているのであれば、その辺も教えていただけたらなと思います。 

○環境課長（八尋優一君） 吸収量ですか。 

○委員（前田倫宏君） 吸収ですね。排出って言ってました。 

○委員（田中 允君） 要するに部長、森林やらが、この前行った、山を買ってから排出

量が減少したろうが。そういうとたい。どれくらいの吸収量があったか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） すみません、しっかりした数字を確認して、また後ほど御報

告させていただきたいと思いますが、大きな数字ではなかったです。数パーセントだった

と思います。 

○委員（前田倫宏君） 私もその認識だったんで、皆さんに分かればいいのかなというこ

とで質疑しています。 

○委員長（宮﨑吉弘君） はい、じゃあ後でということで。 

 ほかありませんか。 

 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） 家庭生活でエネルギー使うのに、熱が一番多いんですよね。今

ここの後ろのほうで、太陽光発電の利用が一番多いんだけれども、福岡だけでなくて九州

全体が太陽光、太陽熱の賦存量が一番多いって言われていて、太陽熱の利用がなかなか進

んでいない、進められる方向にないというところで、太陽熱の利用を一般家庭に普及する
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のが一番早い自然エネルギーの利用の仕方じゃないかなと思っているので、こういう計画

をつくるときにはぜひ太陽熱の利用ということをちょっと考えていただきたいんですけど、

今どんなふうに考えているんですかね。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 今おっしゃっていただきまして、今、太陽光とか光の発電ば

っかりというところをおっしゃってありましたが、私のところも実際に太陽熱で温水器み

たいな形でさせていただいています。それで今回、まちづくりアンケートの中に太陽光と

いう項目を入れながら聞いてまいろうかなという部分は、考えているところでございます。

ごめんなさい、太陽熱です。 

○委員（田中 允君） この中に太陽光が含まれとうとですか。 

○環境課長（八尋優一君） 太陽光と太陽熱。発電と熱。 

○委員（田中 允君） だから、それを所管するわけですか。別ですって言ったろ、今。

所管はここですというわけやろう。別々に言うから。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ほか。 

 田中委員。 

○委員（田中 允君） 今、この発電の助成金とかはどげんなっとうとかいな。一時、太

陽光をつけたら幾ら出しますよとかあったよな。そうして促進しよったたい。今はもう、

そげなとも聞かんし。（「ここにあります」と呼ぶ者あり）いやいや、あるけど、こげな

のはあまり見たことない、俺が見とらんかもしれんけどね。それとか、いずれにしてもさ、

あそこの、視察に行ったときは、小学校とか中学校やらは校舎に……、校舎のどこら辺に

付けとうか分からんよ、校舎の現地に行っとらんけん分からんけども、結局そうして、市

役所の上でも、今度してなかったけん、うちはしてないけどね、何かそういう形で取組の

姿勢を見せてもらいたいなと思ってさ。 

 それと、子どもたちの環境教育たいな。まあ大人もばってん。ゼロカーボンとかの教育

の方針とかね、学校の中で取り組んで、具体的にこんなふうにしていきますよとかいうと

を示してもらいたいと思うてね。 

 以上です。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 今おっしゃっていただきました太陽光発電、それとか蓄電池

に関しましては、年間400万の予算を付けていただきまして、実際に上限10万円で、蓄電

池、もしくは太陽光とそれぞれで、付ければ20万というところになったりとかの分で、今、
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39件応募があっておりますので、補助は行っているところでございます。 

 それから、子どもたちへ向けた環境教育は、環境副読本というので、小学校４年生に向

けた環境に関する副読本を作りまして、小学校４年生、全小学校のほうにお配りして、教

材として活用いただいたりだとかというのを進めさせていただいているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。 

○委員（田中 允君） その中でやはり、太陽光の力とか、今言った熱かな、バッテリー、

充電器とって光るやつな、そういう教えとかも全部きちんと入っとうとですか。これから

そういうことが大事ですよって。 

 それから、さっき言った森林のカバーたいな。森林が何％吸収率があるかって、許容量

というかな。そういうようなものを何かちょっと学校の教育の中にも入れたらいいなと思

ってさ。この頃えらい勉強させられた、視察のとき。部長も一緒やったけど。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） ただいまのお話も参考にさせていただきながら、出前講座、

また副読本での学習のところにも組み込ませていただきながら進めていきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 前田委員。 

○委員（前田倫宏君） 公共施設の太陽光等の利用も、今、質疑でもございましたけれど

も、恐らく私が質疑した……、回答はまだいただいてはおりませんけれども、現実的に、

筑紫野市の森林によって、吸収量で賄える分ですね、余力はないのかなと思っております。

その中でもやっぱり、公共施設に関しては、市民へのメッセージとしても取り組まなけれ

ばいけないのかなと思っていまして、その辺、太陽光と蓄電池の併用であるとか、その辺

の方向性も、今後見定めていく、必要だと思うんですけど、その辺どのようにお考えでし

ょうか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 来年度、環境基本計画を見直す中で、公共の施設等々での太

陽光の重要性だったりだとか、利用っていいましょうか、どれぐらいのポテンシャルがあ

るかというところを見極めながら、有効な補助金等々がありましたら、またそういったと

ころも活用しながら、検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 
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○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。 

○委員（田中 允君） 大したあれやなかったけども、水力発電たい。小水力とか水力発

電、ダムとか。ダムは、ずっとあそこは水が流れようねと思ったりするわけよ、山神ダム

でもね。今、65％ぐらいじゃ駄目だろうと思うけども、でも結果的に、いつも流れよると

いうのが常識というか普通の状態でしょう。そういうときに、何かそういうのを利用でき

んのかなと思ってさ。利用というか、筑紫野市の取組としてできんのかなって思って。い

っぱい川もあるし。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 確かに、宝満川の上流もありますしというところがあります

が、山口川にもありますけれども、やはり水利権等々、クリアしなければならない課題等

もありますので、一概に、やりましょうとかいうのはちょっと難しいかと思いますが、そ

ういったところが今の現状ございますというところです。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。 

○委員（田中 允君） 水利権というけどもね、水そのものの水利を取るわけじゃないわ

けよ、利用するだけで、また同じように流れていくわけやから。その答弁はちょっとおか

しいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 失礼しました。河川占用だったりだとか、河川の流れに関す

る阻害物だったりだとかというのがあります。そういったクリアしなければならない課題

等々もありますので、そういったものをクリアする方向も検討しながらというところがあ

るんでしょうが、やはり有効活用できるものは活用できればなというところは、私たちも

考えるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。 

○委員（田中 允君） 部長、この前の視察を踏まえて、新たな部長として、新たな役に

立ったり、これから取り組んでいいなと思ったことがあれば、ちょっと。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 部長。 

○環境経済部長（平嶋顕治君） 10月18日から長野県のほうに、飯田市とか伊那市、あと

諏訪市のほうに行かせてもらったんですけど、各市様々な先進的な取組をされていたとい

うことで、田中委員も言われたとおり、水力発電についても、向こうは土地改良区でされ

ていて、今、うちのほうは土地改良区でされているところは、ないんでですね。 
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 それとあと、その中で言われていたのが、どうしても、八尋が言ったとおり、水利権の

問題と、河川法の問題とかというのもなかなか、申請しても条件が厳しいですよとかとい

う流れがあったんですけど、その３市の中では、飯田市のほうが環境文化都市宣言とかを

されていたと思うんですが、それを目指すためには、市民、事業者、行政が三位一体とな

って取り組んでいかなきゃいけないんですよということで、推進していきますよという話

を受けたんで、行政だけでは駄目やし、市民、それから議会も合わせて、それと事業者、

皆さんで環境に取り組んでいかなきゃいけないのかなと感じたところでございます。 

 私としましては、最終的にはゼロカーボンシティの宣言というのも出てくるのかなと思

いますが、市議会とか商工会、市民の方も、みんなでそれに取り組んでいくような形で、

環境に対する意識づけというのが一番大事なのかと思いますので、それについて今後も精

進してまいりたいなと考えております。 

 以上です。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 本委員。最後になります。 

○委員（ 本美惠子君） 部長の今の決意表明みたいなものを伺って、ああ、これから頑

張ろうなと思ったんですが、さっきの水利権のお話ですけど、例えば久留米市が下水道の

流水を使って発電するとか、別に水利権とかそういうの関係なく、自治体の持ち物の中で、

下水の中を流れていく水を使って、縦型の発電機を使っているとか、近隣でもそういうも

のに取り組んでいるところの知恵をちょっといただきながら、こういう計画の中に盛り込

めれば、環境課だけが取り組むのではなくて、市の下水道課とか、本当は山神水道企業団

も仲間になってもらえれば一番いいのかなと思うんだけれども、いろんなやり方があるの

で、今流れている水をとにかく利用するというのをちょっと取り入れてもらえればいいか

なと思います。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 今、コメントしますか。 

 部長。 

○環境経済部長（平嶋顕治君） 本委員言われたとおり、参考になる自治体がかなりあ

ると思いますので、それを見極めながら、今後、筑紫野市がいかに環境に特化した都市に

なるのかというのをやっていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 最後です。 

 副委員長。 

○副委員長（段下季一郎君） 調査を出していただいたので、少しだけ。やっぱり、いろ
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んな取組がこの前、長野県に行って、あったと思うんですよね。公用車をＥＶにしていく

とか、ゼロカーボンシティとか脱炭素先行地域ではやっぱりＥＶを蓄電池代わり、動く蓄

電池として活用する。そしてそれを公共施設とか市の公用車として活用していく。そして

それをカーシェアリングとして使うとか、電力ボランティア登録制度とか、何かそれで災

害時に使えるようにしたとか、この前あったと思うんですよね。そういったものをと。 

 何をすればいいのかというのが多分、かなり計画をつくるのが難しいというのが、一番

問題になっていたことだと思います。その中で、国は環境省が、脱炭素のまちづくりアド

バイザーの派遣事業とかを、７月末で終わってしまって来年あるかちょっと分からないん

ですけども、その代わりになるものとして、この脱炭素先行地域を選定している座長代理

か何かの方が言及されているのが、自治体排出量カルテで現状を大ざっぱに把握して、温

暖化対策の実行計画ですね、区域施策編とか事務事業編とかあったと思うんですけど、う

ちの市でいうと、これが環境基本計画に当たるということで、その環境基本計画をつくっ

ていく段階で、福岡県の温暖化防止活動推進センター、エコ診断士とか派遣しているとこ

ろが、要は委員を派遣して、地球温暖化の防止の協議会の委員として、そのセンターの方

が参加して自治体にアドバイスするとか、そういうこともやっているみたいなんですね。

久留米とか宗像市とか、バイオガス発電とかをやっているあの大木町とかは、そういうの

を活用して、何かこれから計画をつくろうとしている。それで、その座長代理の方も、そ

ういった推進センターを活用することで、この環境基本計画をつくるべきではないかとい

う提言をしているので、ぜひともそういったことの活用を御検討いただきたいなと思うん

ですが、その点いかがでしょうか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） まず来年の策定に向けて、策定といいましょうか、改定に向

けたときに、いろいろと参考、そういったところの助言を聞きながら検討してまいりたい

と思います。 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、質疑を打ち切ります。ありがとうございました。 

 では、引き続き、所管事務調査の次の事項墓地・納骨堂等の需給状況について報告を願

います。 

 課長。 

○環境課長（八尋優一君） それでは、資料の２の分でございます。墓地・納骨堂等の需

給状況についてということで、表紙をめくっていただきまして、市内の墓地台帳に掲載の

ある墓地と納骨堂数を掲載させていただいております。 
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 まず種類で、墓地の数が1,253件、基数・区画数として3,699、納骨堂の数といたしまし

て174件、１万1,404、火葬場が１件というところでございます。 

 墓地の所有者（経営者）という部分で、1,253件の内訳は、国・市・町・村のほうが36

件、宗教法人が17件、地元といいますか大字だったり区長の名前になっているところが10

6件、あとは個人のもので1,094件となっております。 

 納骨堂の分に関しましては、市・町の部分が９件、宗教法人が63件、大字、地元管理組

合が13件、法人が89件というところでございます。 

 下段のほうには、市内におけます宗教法人を書かせていただいております。総数といた

しまして63の宗教法人が存在するというところでございます。 

 以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ただいま執行部より報告を受けましたが、質疑のある方。 

 前田委員。 

○委員（前田倫宏君） この資料の基数と区画数の説明をもう少ししていただけますでし

ょうか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） こちらのほうが、墓地のほうでいきますと、区画といいまし

ょうか、霊園とか、これくらいの墓石を置かれるようなところの区画数であったりだとか、

基数でいきますと、納骨堂の、納められる、納骨できるような場所の基数だったりだとか

という形になります。これが、今、墓地台帳のほうにあるものですね、その数でございま

す。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 前田委員。 

○委員（前田倫宏君） 今回、市内の需給状況というところで、今後の人口の自然減に伴

って需要が増えるんじゃないかなとちょっと懸念もしてて出したところではあって、なか

なか把握できない部分もあろうかなと思うんですけれども、市内の需給状況、分かれば教

えていただけたらなと思います。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 昨年の状況なんですけれども、筑紫野市内にあります霊園

等々に確認しましたところ、実際に、余力からしますと、２割しか今、霊園の場合はです

ね、使われていなくて、８割程度空きができますよというところは、おっしゃってありま

した。 

 それと、全日本墓園協会というところの分での需給の算定の分なんですけれども、こち
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ら、墓地需給算定の開発に関する研究というところで、国勢調査で出ています世帯数、そ

れから５年間の推移とかを計算しまして、筑紫野市の場合、年間、需給が53.9墳墓、まあ

54基ほど必要かなというところではあるみたいなんですが、そういった世帯数とかを加味

すると、今後、47年後の2067年までは今あるもので大丈夫かなというところなんですが、

８割残っていますというこの数字ではなく、あくまでも人口推移でいくと54基以上は余っ

ておるものですから、すぐになくなる、47年後になくなるとかいうところじゃなくて、ま

だまだ残るといいましょうか、余力はあるというところでは、計算上は出ております。 

 以上です。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 前田委員。 

○委員（前田倫宏君） 市内の霊園においては８割ぐらいは余力があるということなんで

すけど、この８割というのは、結局、区画数でいうとどれぐらいの区画になるのか、もし

分かれば。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 実際には、今使われてある墓園での基数プラスのところとい

いますか、すいません、今現在行われている、ぱっと見て墓園として使われているところ

では、数はないようなんですが、全体の敷地、まだ、もし需要があればそこまでは、墓園

としては、できますよというところを言われておりますので、ちょっと基数とか区画数ま

では分かりませんけども、実際使われているところよりも、まだ倍以上残っているという

ところでは、昨年のときには聞いております。ただ、大きさがどれぐらいかによって変わ

りますけれども。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 前田委員。 

○委員（前田倫宏君） ということは、今お話しされているのは、霊園の敷地内において、

２割は今整備していますよ。８割は未整備なので、その区画の大きさとかによって数が分

からないということかなと思うんですけれども、じゃあ２割使われているというその２割

は、結局、どれぐらいの数を補えているのかというのは分かりますか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） しばらく休憩します。 

──────・──────・────── 

休憩 午後４時10分 

再開 午後４時18分 

──────・──────・────── 

○委員長（宮﨑吉弘君） では、会議を再開します。 
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 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 全体的に、昨年の調査ですけども、１万4,000ほどございま

す。 

○委員長（宮﨑吉弘君） いいですかね。 

 前田委員。 

○委員（前田倫宏君） 先ほど休憩中で述べたと思いますけれども、昨年の12月ぐらいだ

ったと思うんですが、北海道の札幌市で納骨堂が経営破綻したという報道がございました

けれども、例えば市内において、納骨堂、様々なお墓の種類ございますけれども、経営者

――宗教法人等ございますけど、そういったところがもし破綻した場合、また、後継者が

いない場合というのは、自治体としての対応というのはどのようになるのか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 市としては、個人の財産とかになりましょうから、市として

は何もないということで考えています。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。 

○委員（田中 允君） 結局、筑紫野市でも、うちの姉というか、家内の姉やら筑紫野市

住んどった。たら、太宰府に永代墓地があるたい、四王寺に登っていくとこに。そうじゃ

なくて、全体的に、だから、札幌が潰れたというのは、遺骨置く人が減ったけん赤字にな

ったんでしょう。それが、あなたが言うたように、もう50年でどうなったこうなったとい

うことは、需要がないから潰れたんでしょう。あなたが、札幌でいう、なぜ潰れたのかと。

増えよるなら潰れるわけないと思うわけよ。 

○委員（前田倫宏君） いや、足りないから潰れたとは言ってないです。あくまで経営破

綻したというのは事実であるから、それが実際起こったときにどうなるのかというのを。

設置は自治体が許可して設置されていますから、納骨堂であるとか墓地であるとかですね。

その後はどうなるのか。もしかしたらそういう分が増えて……、分からないですよ、増え

たときに、もし市内においてもそういう状況になったときにはどうなるのかをちょっと確

認したかったので。それはそれで質問ということで。 

○委員（田中 允君） 共同墓地やらが山のところにあるやない、高速道路の５号線の横

に。あそこやら、もうお墓が全部よそに出ていっておられるから、お墓も全部潰して、開

発のこれが貼って立っとるたい。ここはお墓ですけど、誰か申し出てくださいとかな。そ

れで、逆に出ていったのが多いのよね。だけん、足りなくなるというのが僕は理解できん

たい。 
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○委員（横尾秋洋君） 今、前田君が聞きよるのは、納骨堂とかそういうのが経営破綻し

ているから、そのときに自治体の責任はないのかと。 

○委員（田中 允君） いや、あるもんか。 

○委員（横尾秋洋君） お墓とか造るときには自治体の許可が、許認可制で造っとるんや

ないかと。 

○委員（田中 允君） 許認可制やけんって、タクシー会社が潰れたけんといって許認可

権で国が補償するか。 

○委員（横尾秋洋君） それがどうなるかと聞きよる。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ちょっと待ってください、静粛に、静粛に。 

 前田委員、もう一回、要点をまとめて、質問を言ってください。 

 前田委員。 

○委員（前田倫宏君） この墓地の問題に関しては、様々な私の中では視点がありました。

まずは、市内の需要と供給の中で、今の段階では足りるという話でありました。それはそ

れで置いておいて、社会問題としても取り上げられた、納骨堂の宗教法人が経営破綻した

という報道がなされていたので、それはそれと別として考えて質問したところではあった

ので。全てが全て関連しとるというわけじゃなくて、様々な視点があるので、これはこれ

で、経営破綻した場合、自治体が設置の許可をしているんで、その場合の何か対応がある

のかという確認のために、質疑をそれはそれでしたところであります。 

 この墓地に関しては、市内で供給量が今足りているという説明がございましたけれども、

最終的には、御家族であるとか本人の意思で、どこに納まりたいというか、いろいろな方

法があるかと思います。それは結局、市内で足りているからといって全てがそこに入るわ

けでもないと思っているんですよね。であれば、福岡市さんのほうで、墓地と納骨堂の需

給状況について、市民の皆様に意向をまず聞いているんですよ。というのは、田中委員も

おっしゃられたとおり、足りるとは思うけれども、結局、御意向がどうなのか分からない

ので、太宰府市さんのを利用される方もいらっしゃったり。 

 なので、そういったところもあるので、私の趣旨としては、最終的には、福岡市のよう

な、まず市民に、どうされる予定なのかというか、そういった調査してもいいんじゃない

かというのを最終的にしたかったところではあります。 

○委員長（宮﨑吉弘君） それを聞きたかったわけね。 

○委員（前田倫宏君） 最終的にはそういうふうなほうに持っていこうかなと思って。

様々な視点があったので、納骨堂の経営破綻について、一旦、お尋ねしたところでありま
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す。 

 なので、分かる範囲でお答えしていただきたいというのと、最終的には、お墓、墓地、

納骨堂を今後考えられている人が、どのような意向があるのかというのを調査してもいい

んじゃないかという点を答弁していただけたらなと思います。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 意向調査のほうに関しましてはですけれども、今現状では、

全然墓地が足りないということではございませんので、意向調査をするというところの分

は考えてはいないところでございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 前田委員。 

○委員（前田倫宏君） 今、述べましたけども、結局、調査しない限り、市内では区画数

は十分に賄えているというのが、それは十分、今回の調査で分かったところであります。

ただ、最終的には、その方がそこを必ず利用するかというのは、またそれは違う状況なの

かなと思うので、今の答弁では、市内が足りている部分があるので市民の意向を調査は別

にする必要ないというのは、ちょっと違うような気がするんですけども。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 部長、大丈夫ですか。 

 部長。 

○環境経済部長（平嶋顕治君） 前田委員が言われたとおり、他市では意向調査をやって

いるという話なんで、うちのほうで他市の状況を、まず、アンケートとはどういう調査を

されているのかというのを調べさせてもらって、それで、筑紫野市はそれが必要かどうか

というのも精査した上で、今後どうするかを決定していきたいと考えております。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。これで最後にします。 

○委員（田中 允君） 僕も、福岡市は市営霊園があるのに何で筑紫野市はないんかとか

言われたことあるよ。だけど、市が造ったら責任を負わないかん。よそのと掛け持ちする

わけにはいかん。でも、そこら辺りは、宗教法人というのは、何て言ったらいいかな、許

可したからその責任があるかとかではなくて、経営者は経営……、何でも、建設業も許可

業者やけんな、建設業でも。みんな許可してなっとるから、建設業者がもうからんけん潰

れたときにじゃあどうするのと、許可したからその責任があるのかと。僕はそのように受

けたから、聞き取ったとき。だから、委員会としても、私は、見ただけでも大きな霊園あ

るよ、あっちに何万基とある霊園ができた。それはもう筑紫野市に入るかは関係ないけん、

もうちょっと全体的な視野で見てもらいたいと思いますね。 

 もちろん調査は大事ですよ。でも、調査が、調査の仕方言ったら、これは大きな問題起
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こしますよ、調査の仕方で。そこは十分注意しとってくださいよ。 

○委員長（宮﨑吉弘君） これは意見でいいですね。 

○委員（田中 允君） うん、意見。 

○委員長（宮﨑吉弘君） じゃあ、これで質疑を打ち切ります。ありがとうございました。 

 もう次に行きたいと思います。 

 続いては、所管事務調査……、入替えか。しばらく休憩します、入替えのため。 

──────・──────・────── 

休憩 午後４時27分 

再開 午後４時28分 

──────・──────・────── 

○委員長（宮﨑吉弘君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 まず、出席職員さんの紹介をしていただいて、報告のほうをよろしくお願いします。 

 部長。 

○環境経済部長（平嶋顕治君） 職員が入れ替わりましたので、説明員の紹介をさせてい

ただきます。 

 農政課長の安樂です。 

○農政課長（安樂鉄平君） よろしくお願いします。 

○環境経済部長（平嶋顕治君） 農政担当係長の橋本でございます。 

○農政担当係長（橋本泰晴君） 橋本です。よろしくお願いします。 

○環境経済部長（平嶋顕治君） 農林土木担当係長の松永でございます。 

○農林土木担当係長（松永崇臣君） 松永です。よろしくお願いいたします。 

○環境経済部長（平嶋顕治君） 所管事務調査２件につきまして、よろしく審査のほどお

願いいたします。 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、所管事務調査、筑紫野市における農産物の生産状況

について報告をお願いします。 

 課長。 

○農政課長（安樂鉄平君） それでは、自分のほうから、所管事務調査、筑紫野市におけ

る農産物生産状況について報告させていただきます。 

 こちらの資料を御覧ください。 

 １ページおめくりください。まず、初めに農産物直売所における販売高についてです。 

 令和４年度にＪＡ筑紫を通じて農産物直売所に出荷した筑紫野市産の販売高を下の表に
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まとめております。表については、直売所の名称、全体の売上げ、筑紫野市産の農産物の

売上げでまとめており、ナンバー６のサニー光が丘、ナンバー７のゆめタウン筑紫野、ナ

ンバー８の山口農産については、店舗内の農産物直売ブースのみの集計となっております。 

 筑紫野市産の農産物の売上げにつきましては、ゆめ畑筑紫野店が8,963万6,000円、ゆめ

畑太宰府店が7,605万2,000円、ゆめ畑大野城店が5,924万6,000円、ゆめ畑春日店が4,517

万8,000円、ゆめ畑那珂川店が6,854万7,000円、サニー光が丘が32万4,000円、ゆめタウン

筑紫野が1,742万4,000円、山口農産が717万円、合計３億6,357万7,000円となります。 

 なお、この金額につきましては、あくまで農産物直売所の販売高でありまして、それ以

外に市場に卸したり個人で販路を持っている方の売上げは入っておりません。 

 次に、学校給食へ納入された食材の額についてです。 

 令和４年度に学校給食に納入された地場産農産物の使用状況を下の表にまとめておりま

す。 

 アスパラガス、748.6キロで130万4,003円、春菊が908.7キログラムで87万8,089円、根

深ネギが404.1キロで37万2,492円、ゆでタケノコが227キログラムで24万5,160円、白菜が

1,278キロで13万361円、大根が895キログラムで８万6,994円、生姜が54.8キログラムで５

万9,184円、ニンジンが251キログラムで５万7,520円、タマネギが121キログラムで３万9,

204円です。合計4,888.2キログラムで317万3,007円となります。 

 以上、筑紫野市における農産物生産状況について説明を終わります。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 歯切れのいい報告でありがとうございます。今、報告を受けま

したが、質疑のある方はいらっしゃいますか。 

 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） これの調査を出したんですけれども、根底にあるのは、筑紫野

市せっかくこれだけの農地があって、さらに農業生産ができればいいなと思っているのと、

やっぱり学校給食に地場産のものを届けたいというところで、一体、現状どんな数字なの

かというところで出していただきました。 

 何となく、上と下の表を見ると、まだ生産して別のところで売っている量から考えると、

学校給食に納める余力はあるなと。ただ、品目というところが違うのかなと思うんですけ

れども、これから食料自給率を高めていくとか食料安保とか言われている中で、世界の情

勢を考えると、地域内で生産、消費できるような自治体になっていくのがいいのかなと思

っているので、これから筑紫野市内における農産物をさらに高めていく。 

 先ほどの、環境課の資料を見てちょっと面白いなと思ったのは、この下にみどりの食料
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システム戦略等と連携して実施するというのがあったので、同じ部長の範囲にあるので、

こういったことも取り組みながら、脱炭素に寄与するような地域での農産物の生産の仕方、

あるいは、農業新聞なんかに書いてある、有機のまちということで増えていっていると。

オーガニックビレッジというのが増えていて、政府のみどりの食料システム戦略の一環で、

そういう自治体が増えていると。 

 日本全体でこういう有機のまちが増えていけば、日本の食料事情も随分変わってくるん

じゃないかというところでは、これからの筑紫野市の農業生産について、農政課がどのよ

うな指導力を発揮するというか、どんなふうな方針を持って、このまちの農業の有機生産

を広げていけるかというところをちょっと考えていただけたらなと思っているんですけれ

ども、いかがですか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○農政課長（安樂鉄平君） まず、みどりの食料戦略の概要を話したいと思うんですけど

も、まず、みどりの食料システムというのは、2050年までにカーボンニュートラル化、そ

れから、ＣＯ２のゼロミッション化、それから、化学農薬の使用料を50％低減、それから、

有機農業の取組面積を25％に拡大するといった内容となっているところです。現在のとこ

ろ、この戦略自体がイノベーションですかね、新しい技術を持ってこれを達成するという

ところになります。 

 現在のところ、先ほど出ました有機農法の取組についてなんですけども、有機農法も一

概にちょっと難しいところがありまして、メリットとしましては、消費者に安全・安心な

野菜を届けられることや自然環境に優しいメリットがある一方、収穫量が少なくなるとい

うことですね、有機農法をすることによって。それから、コストがかかり、販売価格が一

般のものに比べて高いことが挙げられます。なので、消費者側の購入の理解であったり、

需要と供給という課題があるとは認識しております。 

 なので、有機農法のデメリットがある以上、現在のところ強力にうちのほうが推進する

のはちょっと難しいと考えているんですけども、有機農法に取り組む農家に対して、現在

も環境保全型農業直接支払交付金というのを実施していまして補助金を交付していますの

で、今後もこの事業を活用して有機農法を支援していきたいと考えていますし、また新し

いイノベーションが起こったときに、有機農法というところで、もっと取り組みやすいと

ころになればいいのではないかと考えているところです。 

 以上になります。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 本委員。 
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○委員（ 本美惠子君） 例えば、去年、筑紫野市議会で千葉県のいすみ市で、お米を有

機にして学校給食に納入するようにしたと。最初は少しの農家から始めて、農政の担当者

の人も自ら田んぼをやるようにして広げていって、そうすると、今言われるように確かに

高価格なんだけど、そこで出てきたものが学校に行く。そこで評判がよくなって、だんだ

んだんだんそれに取り組む農家が増えていく。学校給食に納める以外に、できたお米が高

価格で取引されるようになっていく。だんだん余力が出てきたら野菜にも取り組むという

ことで、いすみ市は、東京都に非常に近いところで都市圏にあって、意識高い住民もいる

のかも分からないけれども、有機農業に対する理解がすごくいい。すごく市場として、だ

んだん学校給食をベースにして農業が定着していく。で、新しい移住してくる若い人が増

えていく。新しい農業に取り組みたいという人が増えていくというところで、好循環のサ

イクルになっていっているということが結構報道されている。 

 同じように、コウノトリが帰ってくるようにということで取り組んだところが、同じよ

うに田んぼが有機になっていくことで、やっぱり高い価格で取引がされるようになる。そ

れで、新しい人がまた農家をするということで、そういう事例が日本全国各地に幾つも出

てきているので、ここは本当に福岡都市圏の中にある都市に近いまちなんだけれども、農

地がたくさんあるというところでは、残念ながら農家が少ないというのもあるんだけれど

も、この農地をうまく利用して、新しいまちづくりというか、それこそ地域の中で自給自

足できるようなまちづくりというものができていかないかなと。それが、今、国が進めて

いる食料安保と地域の脱炭素の取組に寄与できるようだったら、このチラシを見て、みど

りの食料システムと連携して実施するというのはすごくいいことやねと思ったんですね。 

 政策を幾つか組み合わせて、このまちの新しい政策がつくられていくんだったら、それ

はすごく面白い取組になるんじゃないかなと思ったので。とっても元気な声でいつも発言

していただく、力強い課長が、新しいことに取り組んでいただくんだったら、ぜひ有機の

まちを目指す。 

 そうすると、やっぱりこれは価値が高い。有機の農地が。土地そのものを傷めない。化

学肥料を使うと、やっぱり何十年かでその土地が傷んでくるんですよね。有機のまちであ

ると、有機物を使った上での農業というのは土地そのものを傷めないというところがある

ので、持続可能な農業が継続して取り組めるというのが一つの考え方なので、やり方は確

かに難しい。始めは難しいかも分からないけれども、動き始めると、昔からずっと農業と

いうのはそういうふうに続いてきたものだというところでは、やり方はあるんじゃないか

なと。特に若い人に期待できるような、若い人をここに呼び込むような一つのまちのテー
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マになるんじゃないかなと思っているところです。何かちょっと考えていただけたら嬉し

いです。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 意見ですね。 

○委員（ 本美惠子君） 意見です。何かあれば。 

○委員長（宮﨑吉弘君） じゃあ、コメントをお願いします。 

 課長。 

○農政課長（安樂鉄平君） 有機農法は、自分がちょっと話をしますと、御笠で行われて

います軽トラ市というのがあるんですけども、そこで有機農法で作ったお米というのが販

売されていまして、実際自分も購入して食べたところ、すごくおいしかったんですね。本

当、今まで食べた中で一番おいしいぐらいの、例えるなら旅館の朝御飯で出てくるような

御飯、それぐらいおいしかったんですね。ただ一方で、話を聞いてみると、このお米って

大量に生産できないんですかと話をしたところ、やはり手間がかかるというところを言わ

れていました。それから、有機農法となると、一部のところじゃなくて全体的に取り組ま

ないといけないというところもありますので、そういったところがやっぱり課題であると

は思っています。 

 今、国のほうもみどりの食料支援システムを打ち出していますので、これから新しいイ

ノベーションといいますか、新しい技術の方法とか、そういったところを注視しながら、

また、国の支援策等も注視しながら取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。 

○委員（田中 允君） 学校給食の窓口はどこ経由でやりよるとかな。学校給食の窓口は。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○農政課長（安樂鉄平君） 学校給食の購入する窓口ですかね。 

○委員（田中 允君） うん。 

○農政課長（安樂鉄平君） 学校給食課にあります。 

○委員（横尾秋洋君） いや、ルートは。 

○農政課長（安樂鉄平君） ルートですか。ルートはＪＡ筑紫です。ＪＡ筑紫を通して買

い付けをしております。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。 

○委員（田中 允君） それで、食物残渣をやめろとか言いようやない。タマネギやら何

でも、ニンジンか何から、タマネギと俺は聞いたけど、形がきちっとそろってないと受け
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付けてくれんとか、何でかと。できたのは立派なもんよと。そんなのまではねられるよと

いう話を受けるわけよ。だから、そこら辺りももうちょっと有効活用していくような、農

薬入り過ぎて駄目とかとは違うっちゃけんね。何かそのような形はできないのですかね、

学校給食は。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○農政課長（安樂鉄平君） 本市の学校給食はセンター方式を取っております。大体うち

の小中学生9,000人程度いるんですけども、一度に大量に作らないといけないということ

がありますので、短時間に大量の給食を調理する観点から、調理の一部を機械が担ってい

るところがあります。というとこになりますので、やっぱり一定の規格であったりサイズ

が必要というとこがありますので、今現在はですね。今現在は、規格であったりサイズが

一律のものじゃないとなかなか難しいという現状があります。 

 以上です。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。 

○委員（田中 允君） タマネギをみじん切りするなら、大きさやら関係なかろうもん。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○農政課長（安樂鉄平君） 全て機械でそこら辺をするので、最初の入りの時点での大き

さが必要になってくると聞いています。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。 

○委員（田中 允君） そこはいいけどね、もうちょっと勉強しといて。もうちょっと農

家のためにやるように、生産者のために頑張ってくださいよ。毒が入っているわけじゃな

いから。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○農政課長（安樂鉄平君） 頑張っていきたいと思います。 

○委員長（宮﨑吉弘君） いいですね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 質疑を打ち切ります。ありがとうございました。 

 引き続き、所管事務調査、筑紫野市における森林の現況と森林環境譲与税の活用につい

て説明をお願いします。 

 課長。 

○農政課長（安樂鉄平君） それでは、所管事務調査、筑紫野市における森林の現況と森

林環境譲与税の活用について報告させていただきます。 
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 こちらの資料を１枚めくってください。 

 まず、初めに筑紫野市内の森林の現状と整備計画についてです。市内の森林の現状につ

きましては、下の表にまとめていますとおり、市の面積が8,773ヘクタールのうち森林が4,

527ヘクタール、このうち国有林が687.81ヘクタール、民有林が3,839.19ヘクタールとな

ります。 

 こちらの資料を１枚めくっていただきまして、図なんですけども、緑色の区域が先ほど

話しました民有林、それから、黄色の部分が国有林となります。 

 それでは、またページを戻ってください。 

 民有林のうち公有林が800.41ヘクタール、私有林が3,038.78ヘクタールとなります。ま

た、公有林のうち県有林が268.49ヘクタール、市有林が113.92ヘクタール、財産区有林が

418ヘクタールとなります。 

 次に、森林整備についてです。令和２年度に実施しました森林所有者の意向調査の成果

としまして、平等寺地区において森林経営計画が成り立ち、令和４年度から令和９年度ま

での５か年間で伐採等の森林整備が行われているところになります。 

 こちらの資料を１枚めくっていただきまして、図の左側、平等寺のところになるんです

けども、赤で囲ってある区域が平等寺の地区森林経営計画になっておりまして、現在、森

林整備が進んでいる区域となります。 

 １ページお戻りください。 

 また、これ以外の森林につきましても、引き続き、林業計画に適した森林の所有者への

意向調査を優先的に行いまして、所有者の意向に基づき、順次、森林整備が進むように促

してまいります。 

 今後の課題としましては、森林の所有者不明の未返信が多い、経営計画が立てられず森

林整備が進まないという問題課題が全国であるというところになっております。また、森

林の経営に向かない森林につきましては、福岡県の森林環境税による荒廃森林整備事業に

より整備を行うこととしております。 

 次のページをおめくりください。 

 森林環境譲与税の活用に関するモデル案など、市が実施、計画している森林利用・活用

方法などについてですが、関連がありますので一緒にまとめております。 

 まず、現在実施している取組について下の表にまとめております。活用区分の森林整備

として行っている業務が、森林経営管理制度に基づく森林所有者への意向を調査する森林

所有者意向調査業務、次に、森林所有者への意向調査を計画的に実施するために、森林資
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源解析の結果を基に実施計画を作成する森林所有者意向調査準備業務、次に、放置された

竹林の影響により、隣接した山林や林道への被害対策として、林道に接する竹林整備を実

施する放置竹林整備業務、次に、市内の民有林の森林状況を把握するとともに、森林所有

者に対して必要な助言を行うため、定期的に森林及び林道の遵守を行う森林巡視業務、次

に、森林経営計画に基づく森林の整備促進を図るため路網沿線の支障木の伐採、枝払いを

行う森林管理業務、次に、森林の整備・保全管理を適切に行うため、林道等の林業用施設

の維持管理及び破損した箇所の修繕等を行い、自然災害防止や林業振興の向上を図る林業

用施設維持修繕工事、次に、大型車による木材の搬出ができない森林におきまして、大型

車による搬出可能な土場までの原木の小運搬に係る経費の一部を助成することにより、森

林の整備及び木材の利用の促進を図る木材搬出流通促進費補助。 

 次に、活用区分の普及啓発として行っている業務が、今月３日に実施しました、森林整

備作業を直接体験することで、水を育む森の大切さについて理解を深めてもらうために森

林ボランティア活動を行う森林ボランティア活動運営事業、次に、木材や木製品との触れ

合いを通じて森林・林業の仕組みや木材利用の意義について学び、木材に対して親しみや

木の文化への理解を深めてもらうため木育教室を行う木育教室運営業務、以上、九つの事

業を展開しております。 

 次に、モデル案、今後の活用方法についてです。 

 森林環境譲与税の取組につきましては、整備されてない森林を整備することが第一目標

でありますので、意向調査が終わった箇所から、私有林の経営・管理ができるよう森林整

備をまずは進めてまいります。また、その他の活用方法としましても、令和６年度から市

民税から森林環境税が徴収されますので、今後、市民の目に触れるような事業、市産材を

活用した公共施設の木質化、木材の利用促進でありましたり、市民の普及啓発に向けた新

たな取組の検討が必要と考えております。予算に限りがありますので、より有効的に森林

環境譲与税を活用したいと考えております。何が市民にとって有益になるものかを、今後、

関係各課と連携して取り組み、じっくりと検討して、優先順位をつけて進めていきたいと

考えております。 

 以上、筑紫野市における森林の現況と森林環境譲与税の活用について説明を終わります。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ただいま執行部から報告を受けました。何か質疑はありますか。 

 本委員。 

○委員（ 本美惠子君） これも調査出したんですけれども、これもさっきの環境のほう

とコラボできるような内容で、さっき前田さんが環境課に対して、筑紫野市の森林が吸収
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するＣＯ２の量を聞かれたんだけど、環境課のほうは答えがちょっと出なかったんですね。 

 農政のほうでも、筑紫野市にある森林が、地図を見ると本当に黄色と緑がすごく多いわ

けで、半分近くが森林だと。筑紫野市における森林がどれだけのＣＯ２を吸収してくれる

のか、そういうベースになる数字をちょっと把握していただいて、これだけの持っている

資産ですよね。先祖代々、筑紫野市民がずっと持ってきたこの森林をこれから未来に生か

すようなベースとして、今言われているのはＣＯ２削減というところで、１本苗を植える

と成長するまでの間にＣＯ２をたくさん吸収してくれると。今現在、ＣＯ２の削減量はこれ

ぐらい、苗を植えていくとこれだけ吸収する、また、増えていくと。本当は農政じゃなく

て通産省がやっているクレジットのほうをやると、ＣＯ２吸収量を販売することができる、

そこまで行ければすごくいい自治体経営になるんだろうなと思うんだけれども、まずはそ

の吸収量をどれぐらいか把握していただくということが一つ。 

 あと、やっぱり木を育てたら、これも地産地消ですよね。できるだけ筑紫野市内で木材

を使うような政策をつくる。例えば住宅に、今、国から補助も出ているけど、木材を使う

とそれに対する補助金が出るとか、それをできるだけ筑紫野市産の木材でというのはなか

なか難しい、何か印つけとかないと区別できないんだけれども、そういうことをやると、

市内で木材を使った住宅地を造っていくとか。あとは、もっと新しい技術を使えば、木質

プラスチックというのが開発できるわけで、かなりあれは強くなるので、そういった使い

方を考えていくとか。 

 筑紫野市内でＣＯ２を削減してくれる森林を育てること、それを使い続けること、そう

いったことも農政課のこれからの課題にしていただければ……、ここにあるんですね、脱

炭素ロードマップの中にグリーン成長戦略、これも併せて環境課とコラボして農政課が取

り組んでいただければいいのかなと思っているんですけど、この辺の視点についてちょっ

と考えを。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○農政課長（安樂鉄平君） まず、森林につきましては、先ほどの 本委員が言われまし

たとおり、いろんな効果といいますか、親しみやすいであったり、環境的なものも含めて、

有効的なものと考えております。 

 ただ一方で、この間、森林ボランティアで見てもらったとおり、杉の１本が40年で幾ら

かとなると、１万2,000円程度と。ヒノキであってもその1.5倍で１万8,000円程度という

とこがありますので、まずは森林譲与税の第一目標であります森林整備のほうを実施して

いくというところですね。 
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 やはり手入れがしてある森林としていない森林は全然違う。森に入ってもらったら分か

ると思うんですけども、全然違うんですよね。ちゃんと整備がされた森林というのは、日

が当たって木が真っすぐと育っていっている。ただ一方、されてないところに関しては、

薄暗くて、何と言うんでしょうか、木もちょっと細くて、木が乱立したような状況があり

ますので、まずは一番大事な森林整備ということをまず第一にやるべきと考えています。 

 それ以外の方法につきましても、ずっとそのお金を今から使ってやっていきますけども、

いずれその調査であったり意向調査は終わりが出てくると思いますので、そうすると予算

的な部分は少し余裕が出てくると思いますので、今からいろんなところの検討というのを

進めていきたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 審査の途中ではありますが、ここで委員会の会議時間の延長に

ついてお諮りしたいと思います。 

 委員会の審査のため、あらかじめ会議時間の延長を行いたいと思いますが、これに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） 御異議なしと認めます。よって、会議時間を延長することに決

しました。 

 質問はありますか。 

 田中委員。 

○委員（田中 允君） 環境譲与税は、今年の予算は幾らやったかね。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○農政課長（安樂鉄平君） こちら、今年度予算を組んでいますのが2,769万7,000円にな

ります。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。 

○委員（田中 允君） 保安林があるやない。保安林はどのような形で撤去する……。保

安林は、切ったらまた植えないかんやろ、伐採したら。保安林というか、どう言ったらい

いかな、保安林の管理というのは個人でやっぱりしないといかんと。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○農政課長（安樂鉄平君） 基本的に、保安林というのは森林にしとかないといけないと

いうのがありまして、管理につきましては、そこの底地の所有者です。国であれば国、県

であれば県、市であれば市、所有者といいますか、一般の個人さんであれば個人の方が管
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理しないといけないものになります。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。 

○委員（田中 允君） 個人で保安林、伐採とか今言うように、空間つくって、間引きし

てきれいにすれば立派な木ができるかもしれんけど、個人の財力というか、資力でなかな

か難しいんじゃないかなと思うけど、そこら辺りはどのように考えていますか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○農政課長（安樂鉄平君） おっしゃるとおり、先ほど話しましたとおり、木１本が１万

2,000円というとこありますので、なかなか厳しい現状があります。というところもあり

まして、森林環境譲与税を使って、経営が成り立つ山に関しては、そこにお金を通じて経

営が成り立つような山にしていくというところで活用させていただいております。 

○委員（田中 允君） 個人でもですか。 

○農政課長（安樂鉄平君） 個人でもです。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 横尾委員。 

○委員（横尾秋洋君） これ、実際、森林業で生活している人は筑紫野市内にいるのかね。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○農政課長（安樂鉄平君） 森林業だけではいらっしゃいません。なので、うちの事業な

んですけども、基本的には森林組合ですね、福岡県の広域の森林組合のほうにお願いをし

ている状況でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 横尾委員。 

○委員（横尾秋洋君） 個人で森林を一番面積を持っている人は、どのぐらいの規模を持

ってあるんだろうか。うちの女房の里辺りは、一番持っている人は2,400町歩持っている

んよね、中津江村。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○農政課長（安樂鉄平君） すみません、ちょっと把握しておりません。一定程度大きい

面積はあると思うんですけど、その最大が幾らかというのは。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 横尾委員。 

○委員（横尾秋洋君） 理想はたくさん言われるんだけど、実際として、製材所もなけれ

ば森林を生産している、ちゃんと枝打ちをしている、大体植えるときは１坪に１本ずつ増

えていくんだけど、途中で間伐するか、２坪に１本植えていくよね。例えば2,400町歩な

んか持っている人は、20年間にそれから120町歩ぐらい出ていって、それで何万本と年間

に生産するからそれで生活ができているという感じだけど、今、木材が安くなっているか
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ら、それでも非常に経営が厳しいという形で。 

 だから、御笠財産区とか平等寺行くけど、きれいに枝打ち落として、土佐杉みたいにき

れいに材木として育てようとかいうことはもう全然見かけんからさ。やっぱりこれを成そ

うとすれば、相当の補助金を突っ込まないと、とてもじゃないけど森林は維持できんとい

う感じになっていくと私は思うんだけど。 

 それと、一番はやっぱり国の政策として、外材の輸入を制限して、国内木材を使うこと、

もうこれしか私はないと思うんよね。国でそういう動きはないかね。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○農政課長（安樂鉄平君） 国の動きで、そういった輸入を制限するという話は今のとこ

出てない状況です。 

 ただ、木材の価格自体も、何回も言いますけど、１本で１万2,000円というとこがあり

ますので、なかなか経営が厳しい。やはり産業として成り立つには、そこに利益を生むよ

うな構図がやっぱり必要なのではなかろうかと思っています。というところもありまして、

森林環境譲与税、もちろん所有者の意向の中で承諾は要りますけども、そこで経営が成り

立つような山であれば、そこに計画を立てまして、譲与税を活用しながら整備していきた

いと考えているところでございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 副委員長。 

○副委員長（段下季一郎君） すみません、２点あります。 

 １点目が、このモデル案の、森林環境譲与税を徴収してそれを活用した公共施設の木質

化ということで、今後、計画にもあるように、例えば二日市コミュニティセンターとか、

ああいうところで木材を使い倒すみたいな。あとは、この前、林活議連で研修に皆さんと

一緒に行きましたけども、多摩芸術大学の先生が大変すばらしい事例を紹介されていた。

杉を使い倒すということとか、あとは子どものおもちゃの遊び場を地域の人と一緒におも

ちゃを作ったりとか、あとは、おもちゃの遊具を設置したりとかして、そういう遊び場を

造っていくとか、そういった取組もいろいろあると思うので、そういったアドバイザーと

してこの前の先生にアドバイザーになっていただくとか、そういった取組も考えられない

かなというのが１点目です。 

 ２点目が、こっちは部長に聞きたいんですけども、今の農政課の人員が、結局、林務担

当という方がいらっしゃらないと思うんですよ。そういったことも含めて、担当の方とか

をちょっとということは、何か考えたりできないんでしょうか。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 
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○農政課長（安樂鉄平君） これからの活用方法に関してなんですけども、一緒に林活議

連で熊本に行ったときは、非常に面白いお話でした。なかなか答えるのが難しいとこある

んですけど……。ただ、言えることは、あまり予算的な部分でいうと、そこまでまだお金

がたまっているわけではない。やはり森林整備にお金を使わないといけないというところ

がありますので、今後、そういった予算の関係、それから関係各課の話を聞きながら、そ

こは推進していきたいと考えています。 

○副委員長（段下季一郎君） 調査・研究で大丈夫です。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 部長。 

○環境経済部長（平嶋顕治君） 農林土木担当に今現在３人いるんですけど、昔というか、

前は６人とかいた時代もあったんですが、今も３人で何とか、災害起きたときも他課から

応援に来てもらってやっているんですが、なかなか難しい状態があります。うちのほうの

人事等も通して、これからもそういう要望活動というのはしていきたいなと思うんですけ

ど、それがすぐになるかというのは、なかなか難しいものでありますので、時を考えなが

ら要望活動をしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（宮﨑吉弘君） いいですかね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、質疑を打ち切ります。ありがとうございました。 

 しばらく休憩します。 

──────・──────・────── 

休憩 午後５時04分 

再開 午後５時06分 

──────・──────・────── 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

 まず、所管事務報告、令和５年度事務事業の進捗状況について、もう紹介はよろしいで

すね。じゃあ、もう報告のほうをよろしくお願いします。 

 部長。 

○建設部長（野田清仁君） それでは、所管事務報告で建設部におけます令和５年度の事

務事業の進捗状況についての説明に入らせていただこうかと思います。 

 その前に、先ほどの委員会の中で田中委員がお尋ねになってあった災害見舞金について、

先に御報告だけさせていただいてよろしいですか。 
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○委員長（宮﨑吉弘君） はい。 

 課長。 

○土木課長（山田 学君） 先ほどはどうも大変失礼しました。 

 まず、市としましては、筑紫野市災害見舞金支給規程というのがございます。例えば、

全壊であれば５万円、半壊であれば３万円、床上浸水が１万円など、被災規模に応じて支

給されるとのことです。 

 県にも、福岡県災害見舞金等支給要綱というのがございます。それぞれの状況に合わせ

て、それも支払われるということになっておるところでございます。 

○委員（田中 允君） 今度の場合は。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 部長。 

○建設部長（野田清仁君） 今申し上げました分は、住宅に対しての見舞金になります。 

○委員（田中 允君） 店舗は住宅じゃないとか。 

○建設部長（野田清仁君） 店舗は該当する分がない状態です。 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、報告のほうをお願いします。 

○建設部長（野田清仁君） それでは、長時間の御審議お疲れさまです。 

 それでは、まず、建設部の令和５年度所管事務、建設環境常任委員会所管の事務事業一

覧についての説明をさせていただこうかと思います。 

 ページをめくっていただきますと、11ページでございます。都市計画課でございます。

一応、11月30日現在までで進捗をしたものについて朱書きをさせていただいております。

そちらについて説明をさせていただこうかと思います。 

 まず、ナンバー１の建築確認申請事務事業でございますけども、11月30日現在の進捗と

して６件の申請があっております。 

 ２番目の第二次都市計画マスタープラン中間見直し事業でございますけれども、今現在、

市民アンケートを実施させていただいておるところでございます。回答期限を11月30日ま

でとしておりまして、今、その都度、回答が返ってきておるところでございます。 

 続きまして、２ページでございます。 

 建築課でございます。ナンバリングについては３番、経済対策事業住宅改修工事補助事

業でございます。11月30日現在で、住宅改修工事補助金申請の件数が136件上がってきて

おるところでございます。 

 続きまして、３ページを御覧ください。 

 土木課でございます。２番の天拝公園北道路整備事業でございます。起工第７号として、
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湯町・岩永線道路改良工事、こちらは舗装工事外と書いていますけれども、区画線も含め

て工事の発注をさせていただいております。12月７日が入札日でございまして、入札が既

に終わっております。請負業者は森建設さんで、令和６年２月29日までの工期で、今後、

道路舗装工事を進めていこうと考えておるところでございます。 

 続きまして、３番目でございます。公共土木施設災害復旧事業でございます。こちらに

ついては、９月補正において単独工事費１億7,000万の補正増をさせていただいておりま

す。単独工事費として１億8,000万円に変わりまして、11月30日現在で復旧率97％まで到

達しております。 

 続きまして、次、４ページをお開きください。 

 維持管理課でございます。維持管理課については、この予算額に対しての進捗、執行率

を記載させていただいております。 

 １番目の道路等付帯施設維持管理事業については、執行率として75.2％。 

 大門高架下駐車場管理事業でございます。執行率73.1％でございます。 

 河川維持管理事業については88.2％、道路維持管理事業の外部委託については執行率32.

4％でございます。 

 続きまして、道路維持管理事業でございます。こちらについては91.6％の執行率となっ

ております。 

 続きまして、橋梁長寿命化促進事業でございます。こちらは84.6％の執行率です。 

 続きまして、交通安全施設整備事業でございます。こちらについては85.9％の執行率で

ございます。 

 続きまして、ナンバリング８番でございます。県営宿舎跡地道路改良事業でございます。

こちらは11月30日現在の執行率はゼロ％でございますが、12月７日に入札をさせていただ

いております。工事については宮尾組さんに請け負っていただいておりまして、令和６年

２月29日までの工期で、今後、工事を進めてまいります。 

 続きまして、９番目の自転車駐車場管理事業でございます。こちらは94％の執行率、放

置自転車対策事業につきましては98.1％の執行率となっております。 

 続きまして、５ページでございます。 

 建築確認セットバック事業につきましては81％の執行率となっております。 

 公園維持管理事業につきましては78.8％の執行率となります。 

 続きまして、６ページをお開きいただきたいと思います。区画整理課になります。 

 筑紫駅西口土地区画整理事業につきましては、筑紫原田線の、こちらについては筑紫駅
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前線との交差部分になってきますけども、こちらの試掘工事を行いまして、令和６年２月

29日までにかけて、今度、筑紫原田線と筑紫駅前線との交差点のところになりますけれど

も、交差点改良工事を実施してまいる予定としております。 

 続きまして、筑紫地区まちづくり整備事業でございます。道路改良工事（ＣＨ－１）と

書いています。こちらは筑紫の筑紫製作所の裏になるんですけれども、そちらの里道部分

の工事になります。11月10日から令和６年１月15日までの工期で、今、工事を進めておる

ところでございます。 

 以上、建設部に関しての所管事務、事務事業一覧についての説明を終わります。 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、質疑のある方。 

 田中委員。 

○委員（田中 允君） ２ページのアスベストの検査、アスベストやったかな。これは結

局どのような形……、結果というか、まだ結果出とらんか、令和５年10月３日やけん、出

とるよね、結果。委託しただけか。まだ調査結果は出とらんとかいな。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○建築課長（永利啓次君） 既に検査結果が出ておるところでございます。 

○委員（田中 允君） どんなやったと。結果を知りたい。 

○建築課長（永利啓次君） 建物調査して、来年度工事分と再来年工事予定分、両方とも

予定分を調べた結果、こういう天井材とか床材とかから、レベル３という飛散が一番少な

い状態のアスベストの存在が確認されております。 

○委員（田中 允君） 旧庁舎の解体でしょう。やないと。 

○建築課長（永利啓次君） 旧庁舎の調査は去年しておりますので。旧庁舎につきまして

は、もう去年の時点で、外壁の塗装の中や断熱材の中に含まれるということが分かってお

りますので、今回、飛散しないよう保護しながら解体、除去する予定にしています。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。 

○委員（田中 允君） 今度はどこやったとかいな、これは。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○建築課長（永利啓次君） 今年度アスベスト調査した分につきましては、京町隣保館と

か、米噛の水防倉庫とかあります。あと、旧庁舎の第２別館とか第３別館はやっておりま

せんでしたので、その辺りとかをさせていただいているところでございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 横尾委員。 

○委員（横尾秋洋君） 旧庁舎の解体関係が12月ぐらいから工事が始まると聞いていたん
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だけど、見る限りまだ始まってないみたいな感じだけど、大体どういうふうな感じになっ

とるんかなと。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○建築課長（永利啓次君） 管財課から事務委任を受けまして今年度行っているところで

す。旧庁舎の本館の解体の入札は９月１日に終わっております。その後、アスベストとか

が出ておりますので、保健所に解体する申請をしたりしていましたので、今やっているの

が、やっと外部の足場で囲っている状況です。内部につきましては、一部天井を剥がし、

今言いましたようにアスベストが入っていますので一気に壊すことできませんので、一つ

一つ手で取って解体している状況です。 

 コンクリートの大本の躯体につきましては、２月の頭ぐらいから解体する予定になって

います。 

○委員（横尾秋洋君） もう既に解体に入っているということやね。 

○建築課長（永利啓次君） はい。内部につきましてはもう解体に入っております。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ほかありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、入替えで、しばらく休憩します。 

──────・──────・────── 

休憩 午後５時18分 

再開 午後５時28分 

──────・──────・────── 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 今度は環境課ですね。 

 部長。 

○環境経済部長（平嶋顕治君） すみません、先ほど 本委員が言われた分、それから、

前田委員がパーセンテージですね、二酸化炭素の吸収量というのが宿題で出ておりました

ので、先に環境課のほうから説明させていただきます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） それでは、説明させていただきます。 

 まず、１点目でございます。カラーの地図を見ていただきたいと思います。 

 こちらのほうが先ほど陳情で上がりました、エコセンチュリー21の建設予定地から1,30

0メートルの範囲を赤丸で書いております。そして、その赤丸の範囲の中にあります小古
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野橋、これが河川の小古野川、それと、その上に書いてあります東吉木公民館、こちらが

地下水を見ているところでございます。また、同じように左側の四反田橋、黄色の分で御

笠の幼稚園のところに書いてありますけれども、緑色のマークのところが四反田橋の河川

の公有水面の分でございます。 

 四角く黄色で囲っているものが公有水面、河川の10か所の調査をしているところでござ

います。それと、ほかのところに載っていますピンク色で囲っています山神公民館とか山

口公民館、山口地区でも３か所、それから、コミュニティセンター等々がブルーで囲って

おります。その部分もございます。山家地区でございます。そして、緑の分で、中阿志岐

とか東吉木というところの分が御笠の分でございます。各地区交互で検査をしているとこ

ろでございます。それと、消防本部と筑紫野の南出張所のほうも地下水を併用しておりま

すので、そちらのほうでも検査をしております。 

 一つは以上でございます。 

 もう一点でございます。森林が吸収する二酸化炭素量のパーセンテージですけれども、

基準年の平成25年で約1.4％、令和２年度で約2.5％の吸収率でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（宮﨑吉弘君） これだけですかね、追加のは。 

○環境経済部長（平嶋顕治君） あと紹介のほうをさせてもらえれば。質疑がなければ。 

○委員長（宮﨑吉弘君） もういいと思います。 

 じゃあ、説明のほうをお願いします。 

 部長。 

○環境経済部長（平嶋顕治君） 環境経済部でございます。私のほうから説明させていた

だきます。 

 令和５年度、建設環境常任委員会所管事務事業一覧、100万円以上の分を開いてもらっ

てよろしいですか。７ページから、環境課のほうから説明したいと思います。 

 ７ページのほうをお開きください。 

 ７ページのほうを開いてもらいまして、９月議会以降、新規に動いた分について赤字で

書いておりますので、赤字のほうを説明させていただきます。 

 まず、１番の環境衛生推進員運営事業でございますが、10月15日に実施済みということ

で、２回やっております。 

 それから、合併処理浄化槽設置推進事業、今、申請受付が２件行っております。 

 それから、４番目、納骨堂維持管理事業ということで、京町納骨堂の改修工事ですね、
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工期が９月８日から３月31日までということで、請負業者、中西建設のほうで請け負って

もらっております。 

 それから、次に、５番目、新エネルギー設備普及事業、太陽光発電システム等の設置補

助費ということで、今、申請受付のほうが39件上がっております。 

 次に、７番目、地域美化推進事業、ごみゼロ運動を６月11日、10月15日、２回実施をし

ております。 

 次に、ページをめくってもらいまして、12番目、古紙集団回収奨励事業ということで、

現在86団体に、69万3,206キロ、554万5,648円の交付のほうを行っておるところでござい

ます。 

 次に、９ページ目、農政課でございますが、６番目の山神ダム水源地域振興事業という

ことで、山神ダムの水源確保を図るために、上流域で農林業の維持及び生産活動に取り組

む平等寺水源農林業振興組合に補助金を10月25日に支出済みでございます。 

 次に、10ページ目、11番、農村環境整備事業ということで、農業の振興を図るため地元

の要望を踏まえての農業用施設への整備改修のほうで、農業用施設補修工事で19件、11月

末までに完了済みでございます。 

 次に、16番目、林業一般事業ということで、市有林保育管理委託ということで、福岡県

広域森林組合に、10月11日から来年の３月22日までの委託契約で行っておるところでござ

います。 

 次に19番目、森林環境譲与税活用事業ということで、９月議会以降、直近では、観月会

に木育教室ということで開かせてもらいまして、盛況に、来場者のほうが来られまして、

木育教室のほうをさせてもらったところでございます。 

 次に21番目、農地災害復旧事業ということで、今、５件が復旧済みでございます。 

 次に22番目、農業用施設災害復旧事業で、30件の復旧済みでございます。 

 次に23番目、林業施設災害復旧事業ということで、林業用の施設の復旧で、25件が復旧

済みでございます。 

 次に、商工観光課でございますが、６番目、いきいき商工農フェスタ補助事業というこ

とで、いきいき商工農フェスタは例年11月の初旬に行っていたんですが、観月会と日付が

近いということで、より盛り上げるためにということで、観月会と同時に、会場も同じに

して行っております。10月29日に観月会と同時開催ということでやっております。 

 あと、７番目が空き店舗対策補助事業ということで、新規に１件上がっておりまして、

継続が４件のままでございます。 
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 次に12番目、天拝山観月会開催事業ということで、10月29日に開催をしております。 

 次が14番目、観光振興対策補助事業ということで、観光協会のほうに活動に対する補助

金ということで交付済みでございます。 

 次が、上下水道料金総務課、工務課でございます。 

 １番目が、水道水源開発・広域化事業ということで、進捗率のほうが39％、次に、２番

目、福岡地区水道企業団補助事業ということで、進捗率50％、次に、下水道事業会計繰出

金事業ということで、進捗率81％、それから、５番目、農業集落排水施設維持管理事業と

いうことで、維持管理業務ということで、今、進捗率75％進んでおるところでございます。 

 次に、公債費元金償還事務事業については進捗率50％、７番目の公債費利子償還事業と

いうことで進捗率52％、８番目の水道事業費用、営業費用、原水及び浄水費ということで、

水源涵養及び原水の取り入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に関する費

用ということで、進捗率64％でございます。 

 次に、９番目、同じく配水及び給水費ということで、配水池、配水管その他浄水の配水

に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用とい

うことで、今現在、進捗率が35％。 

 10番目の業務費でございます。料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用で、

進捗率57％。 

 次に、水道事業総係費でございますが、事業活動全般に関連する費用ということで、進

捗率が51％でございます。 

 次が、14番目です。支払利息ということで、進捗率が49％でございます。 

 次に、工務課の工事の分になります。 

 建設改良費でございます。16番目ですね。３億2,549万4,000円の契約済みで、工事につ

いては、上に書いてあるとおり10件の工事を行っております。発注済みです。進捗率が8

0％、工事費以外の委託料も含んでおるところでございます。 

 次に、17ページ、17番目でございます。 

 次に、建設改良費の固定資産購入費ということで、量水器の購入で52％の進捗率。 

 企業債償還金ということで、元金の償還についてが進捗率50％。 

 次に管渠費でございます。管渠の維持管理に要する費用ということで、進捗率が43％で

ございます。 

 次に、下水道の維持管理負担金ということで、進捗率が63％。 

 次に、下水道の総係費でございます。22番目ですね。事業活動全般に関連する費用とい
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うことで、進捗率41％。 

 次に、25番目の支払利息でございますが、進捗率が50％となっております。 

 次に、下水道事業の工事の分でございます。 

 27番目、工事件数が13件、１億4,110万5,000円の契約を行っております。進捗率は82％

でございます。工事費以外の委託料等も含んでいるところでございます。 

 次に、28番目、下水道の建設負担金ということで、福岡県への流域下水道建設負担金と

いうことで、進捗率25％になっております。 

 あと、企業債償還金で、元金償還で進捗率50％となっておるところでございます。 

 以上、足早に説明しましたが、説明のほうは以上となります。 

○委員長（宮﨑吉弘君） ありがとうございます。何か質疑ありますか。 

 田中委員。 

○委員（田中 允君） 商工農フェスタ、それと、観月会、これ一緒になるという説明受

けとったかな。どんな形で進めるとか何か。観月会については質問しとるけど、商工農フ

ェスタについては聞いてないけん。どういう理由で二つを一緒にしたのか。盛り上げるた

めにと書いてあるけど。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○商工観光課長（川口 隆君） 先ほど部長のほうからも少し御説明させていただいたん

ですけれども、いきいき商工農フェスタというのが11月に例年やっておりまして、ここ数

年、コロナで実施できてなかったんですけれども、観月会と今回日程が近いということも

ありまして、より効果的に事業を進めたいということで、同じ場所でやったというのが一

つ理由でございます。 

 いきいき商工農フェスタというのは、農業であるとか、あと、商業、工業であるとか、

そういう事業者の方も来られますので、今回、森林組合さんのほうに参加していただきま

して、市で発生しました間伐材を使った、木工教室などもやって、子どもさんたちにも非

常に好評でございました。そのような事業を今回させていただいたところでございます。 

 以上です。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 田中委員。 

○委員（田中 允君） それはそれでいいけど、今まで商工農フェスタは、あそこのタバ

コ産業でしよったたい、一時。最近はどこでしたか、しばらく二、三年なかったから分か

らんけども、ちょっと記憶にないけれども。文化会館のところでもやらんやったかな、確

か。あれはあれで結構盛り上がっていると思うよ、昼間、日曜日。まあいい、それは今後
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の検討課題。 

 それと、環境フェスタがあったやない。広報か何かに載っとったたいな、環境フェスタ

の。そのときに、「委員長、あんたおったとな」と聞いたら、「いや、僕は案内来てませ

んよ」と言っていたから、どういう形で環境フェアというかな、フェスタやなくて環境フ

ェアやったかな、ちょっとその辺り表現は私分かりませんけど。委員長ぐらいは案内せな

ね。部長は出席されたの。どういった方が出席されたのか、そして、うちの委員長呼ばな

かったのかとか、ちょっとその辺。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 環境フェアのほうは10月18日土曜日に開催させていただきま

して、まず、環境問題に関します絵画を夏休みに子どもたちに書いていただいて、小学校、

中学生に。それの表彰式が行われました。その後に、各ブースと言いましょうか、ごみに

関すること、リサイクルに関すること、それから……。（「11月19日でしょう」と呼ぶ者

あり）ごめんなさい、11月、失礼しました、日付が間違っていました。11月18日の土曜

（「19」と呼ぶ者あり）すみません、11月16日、すみません、私が手帳ば新しいほう見よ

った。18日でしょう。11月18日の土曜日に行わせていただいています。 

 内容が、表彰式と、環境、それから、ごみのリサイクル、それから特定生物、外来生物、

そういったものの展示だったりだとか、フードドライブ等々を行わせて、午前中で開催さ

せていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（田中 允君） 来賓呼んだかどうか。 

○環境課長（八尋優一君） 来賓は、特段呼んではおりません。 

○委員（田中 允君） 何か台があって、そこに座っておられたよ、来賓の方が。 

○環境課長（八尋優一君） 表彰式。 

○委員（田中 允君） 表彰式の来賓なの。 

○環境課長（八尋優一君） 最初の子どもたち、小学生、中学生の……。 

○委員（田中 允君） いや、広報見たら、机があって、そこに座ってある人がおったけ

ん、その中に委員長おるかなと思って聞いたら、委員長は行っとらんと言いよったけんね。

どういう形でしたのかなと。来賓というか。 

○環境課長（八尋優一君） 来賓は……。 

○委員（田中 允君） 椅子に座ってあった人は誰ですか。表彰された人たちが椅子に座

っとったのね。 
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○環境課長（八尋優一君） そうですね。 

○委員（田中 允君） 表彰は誰がしたと。それをちょっと説明してください。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 課長。 

○環境課長（八尋優一君） 表彰式におきまして、表彰は市長と教育長のほうから対象者

に対して表彰させていただいているところでございます。 

○委員（田中 允君） 環境フェアやけん、委員長ぐらい呼びなさい。部長。 

○委員長（宮﨑吉弘君） 部長。 

○環境経済部長（平嶋顕治君） すみません、各議員さんのほうにパンフレットのチラシ

のほうは送らせていただいたんですが、その案内が足りずに申し訳ございません。次回か

らまた案内のほうさせていただきたいと思います。 

○委員（田中 允君） 議長か委員長かどっちかに、そげん線を入れときなさい。今、一

番、この前、視察行った仲やから。頼みます。 

○環境経済部長（平嶋顕治君） ありがとうございます。すみません。 

○委員長（宮﨑吉弘君） じゃあ、いいですかね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮﨑吉弘君） それでは、以上で議事は終了しました。 

 これをもちまして建設環境常任会を散会いたします。お疲れさまでした。 

──────・──────・────── 

散会 午後５時48分 

 


